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議案第１号                 平成  年  月  日議決 

津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用 

等に関する条例の一部の改正について 

 津市幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸     

津市条例第２号

   津市幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例 

 （設置） 

第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する 

法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）第１２条の規定に基 

づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子 

育て支援の総合的な提供を推進するため、本市に幼保連携型認定こども園

（法第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下「こども 

園」という。）を設置する。 

 （名称、位置及び定員） 

第２条 こども園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。 

 （利用者負担額） 

第３条 市長は、本市の設置するこども園において特定教育・保育を受けた子 

どもの支給認定保護者（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

第２０条第４項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。）（本市の支 

給認定を受けた者に限る。）から、同法第２７条第３項第２号及び第２８条 

第２項第１号の政令で定める額を限度として、規則で定める額を徴収する。 

２ 市長は、本市の設置するこども園において特定教育・保育を受けた子ども 

の支給認定保護者（本市以外の市町村（特別区を含む。）の支給認定を受け 

た者に限る。）から、当該支給認定を行った市町村の定める額を徴収する。 

３ 市長は、本市の設置するこども園において児童福祉法（昭和２２年法律第 

１６４号）第２４条第５項又は第６項第１号の措置により保育を受けた児童

又はその扶養義務者から、保育の実施に要する費用（同法第５１条第４号に 
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規定する費用をいう。）を限度として、規則で定める額を徴収する。 

 （委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、 

 公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ こども園に係る入園の手続その他の行為は、この条例の施行の日前におい

ても行うことができる。 

 （津市立香良洲浜っ子幼児園設置条例等の廃止） 

３ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 津市立香良洲浜っ子幼児園設置条例（平成１８年津市条例第２３５号） 

 津市白山乳幼児教育センター設置条例（平成１８年津市条例第２３６号 

 （津市立学校設置条例の一部改正） 

４ 津市立学校設置条例（平成１８年津市条例第２３２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第３号の表中 

 津市立修成幼稚園       津市修成町１２番１号 

津市立南立誠幼稚園      津市桜橋二丁目３９番地     

 津市立南立誠幼稚園      津市桜橋二丁目３９番地     に、 

 津市立新町幼稚園       津市新町三丁目４番２０号 

  津市立藤水幼稚園       津市藤方１６２７番地 

津市立高茶屋幼稚園      津市高茶屋三丁目１番１号 

津市立神戸幼稚園       津市神戸３３２番地１      

 津市立藤水幼稚園       津市藤方１６２７番地 

津市立高茶屋幼稚園      津市高茶屋三丁目１番１号    

 津市立明合幼稚園       津市安濃町大塚２５３番地２ 

津市立香良洲幼稚園      津市香良洲町５７２２番地    

 津市立明合幼稚園        津市安濃町大塚２５３番地２   に、 

 津市立高岡幼稚園         津市一志町高野１４５１番地 

津市立白山幼稚園         津市白山町南出４９３番地    

 津市立高岡幼稚園       津市一志町高野１４５１番地   に 

を 

を 

を 

を 

） 

に、 

「 

「 

「 

「 

「 

「 

「 

「 

」 

」 

」 

」 

」 

」 

」 

」 
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改める。 

 （津市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

５ 津市保育所の設置及び管理に関する条例（平成２６年津市条例第４２号） 

の一部を次のように改正する。 

  別表津市新町保育園の項、津市香良洲保育園の項及び津市白山保育園の項 

を削る。 
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別表（第２条関係） 

 名称 位置 定員 

津市立津みどりの森こども園 津市神戸３３２番地１ ２２５人

津市立香良洲浜っ子幼児園 津市香良洲町５７２２番地 １９２人

津市立白山こども園 津市白山町南出４９３番地 ３００人
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議案第１号                 平成  年  月  日議決 

津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用 

等に関する条例の一部の改正について 

 津市個人情報保護条例及び津市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸     

津市条例第３号

   津市個人情報保護条例及び津市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 （津市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 津市個人情報保護条例（平成１８年津市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第１０号中「第２３条第１項及び第２項」の次に「（これらの規定

を番号法第２６条において準用する場合を含む。第３２条第５項において同

じ。）」を加える。 

  第３２条第５項中「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は同条第

８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」

に改める。 

  第３５条第１項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改める。 

 （津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正） 

第２条 津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平

成２７年津市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条及び第５条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に
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改める。 

  別表第２の２の項中「生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付

金の支給に関する情報（以下「生活保護関係情報」という。）又は」を削り、

同表の４の項中「生活保護関係情報」を「生活保護法による保護の実施若し 

くは就労自立給付金の支給に関する情報（以下「生活保護関係情報」という。）」

に改め、同表の８の項中「生活保護関係情報又は」を削る。 

附 則 

 この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。 



議案第１号                 平成  年  月  日議決

   津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部の改正について 

 津市ふるさと振興基金条例を廃止する条例をここに公布する。

  平成２９年３月２８日                       

                      津市長 前 葉 泰 幸    

津市条例第４号

   津市ふるさと振興基金条例を廃止する条例

 津市ふるさと振興基金条例（平成１８年津市条例第５７号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用 

等に関する条例の一部の改正について 

 津市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸     

津市条例第５号

   津市市税条例等の一部を改正する条例 

 （津市市税条例の一部改正） 

第１条 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改

正する。 

  第５１条第１項第４号中「及び公益財団法人」を「、公益財団法人その他

これらに類するもの」に改め、同条第２項中「納期限前７日」の次に「（同 

項第１号に該当する者（生活保護法の規定による生活扶助を受ける者に限る。） 

又は同項第３号若しくは第４号に該当する者にあっては、納期限）」を加え 

る。 

  第７１条第２項中「納期限前７日」の次に「（同項第１号に該当する固定

資産の所有者にあっては、納期限）」を加える。 

  第８９条第２項及び第９０条第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改

める。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成４１年度」を「平成４３年度」に、 

「平成３１年」を「平成３３年」に改める。 

  附則第２０条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、

同条第２項第１号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条の３第１

項」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第

１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第２０条の２第１項」を「附則

第２０条の３第１項」に改め、同項第３号中「附則第２０条の２第１項」を

「附則第２０条の３第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」
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を「特定給付補 金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４号中「附則

第２０条の２第１項」を「附則第２０条の３第１項」に改め、同条第３項中

「第３３条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」

に改め、同条第５項第１号中「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条

の３第３項後段」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第２０条の２第３

項」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、「、第３４条の７第１項中

「第３３条第４項」とあるのは「附則第２０条の２第４項」と」を削り、同

項第３号中「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」

に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、

「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項第４号中「附則第２

０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、同条第６項中

「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項前段」に改め、同

条を附則第２０条の３とし、附則第２０条の次に次の１条を加える。 

  （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

 第２０条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第

２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第

５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条

第２項に規定する特例適用利子等については、第３３条及び第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項及

び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利 

子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額」という。）に対し、 

特例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第３４条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税

率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第２０条の２第１項に規定する特例適用利子
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等の額」とする。 

 第３４条の５から第３４条の６まで、第３４条の７第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第

３４条の５の２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項並びに

附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３４条の５の２第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の２第１項に規定する

特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条

第１０項（同法第１１条第８項及び第１５条第１４項において準用する

場合を含む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第

７条第１２項（同法第１１条第９項及び第１５条第１５項において準用 

する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、 

同法第７条第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条第１７項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所

得の金額若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１

５条第１８項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付

補 金等に係る雑所得等の金額」とする。 

 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の２第１項に規定する特

例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得 

割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」 

とする。 

 ３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第

８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１

２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第 
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１６条第３項に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」 

という。）については、第３３条第３項及び第４項の規定は適用しない。

この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第３４条の

３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所

得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項

及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用

配当等の額（以下この項において「特例適用配当等の額」という。）に対

し、特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第３

４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の

３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月

１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出

期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された

第３６条の３第１項に規定する確定申告書を含む。）に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載が

ないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

に限り、適用する。 

 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第２０条の２第３項後段に規定する特例適用

配当等の額」とする。 

 第３４条の５から第３４条の６まで、第３４条の７第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の５の２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項中 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の５の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第３

項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあ
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るのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の２第３項後段に規定

する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは 

「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第７条第１４項（同法第１１条第１０項及び第１５条第１６項において

準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子

所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の２第３項後段に規定す

る特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは 

「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

（津市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 津市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年津市条例第２５号） 

の一部を次のように改正する。 

第１条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（津市市税条例の一部 

改正）」を付し、同条のうち、津市市税条例第１８条の３の改正規定を削り、 

同条例第１９条の改正規定中「改め、「）、第５３条の７、第６７条」の次

に「、第８１条の６第１項」を加え」を削り、同条第２号及び第３号の改正

規定中「、「第９８条第１項」を「第８１条の６第１項の申告書、第９８条

第１項」に改め」を削り、同条例第３４条の４、第３４条の４の２及び第８

０条の改正規定、同条例第８０条の２を削る改正規定、同条例第８１条の改

正規定、同条の次に８条を加える改正規定、同条例第８２条、第８３条、第

８５条及び第８７条から第９１条までの改正規定並びに同条例附則第１５条

の次に５条を加える改正規定を削り、同条例附則第１６条の改正規定を次の

ように改める。 

附則第１６条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項  

の表中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第２項中「規定

する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日

まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「に

おいて、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に 

掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中「第８２条第２号ア」を 

「第２号ア」に改め、同条第３項中「規定する」を「掲げる」に、「平成
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２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日

から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を 

「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を

加え、同項の表中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第４

項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年 

３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」 

に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、

「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中「第８２条第２号

ア」を「第２号ア」に改める。 

第１条の次に次の１条を加える。 

 第１条の２ 津市市税条例の一部を次のように改正する。 

   第１８条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

   第１９条中「）、第５３条の７、第６７条」の次に「、第８１条の６第

１項」を加え、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項」を「第８１条

の６第１項の申告書、第９８条第１項」に改める。 

第３４条の４中「１００分の１０．９」を「１００分の７．２」に改め

る。 

   第３４条の４の２第１項中「１０．９分の１．２」を「７．２分の１．

２」に改める。 

第８０条第１項及び第２項を次のように改める。 

    軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車

の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の

所有者に種別割によって課する。 

  ２ 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２

項に規定する者を含まないものとする。 

第８０条第３項中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に、 

「によって軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、 

第１項の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動

車等」に改める。 

   第８０条の２を削る。 

   第８１条を次のように改める。 

   （軽自動車税のみなす課税） 

  第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権



- 7 - 

を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前

条第１項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において

「三輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。 

  ２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主

の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取

得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

  ３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販

売業者等」という。）が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車

又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定す

る運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供するため取得した

三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項

に規定する車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１ 

項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、 

当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。 

  ４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の

軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該

三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。 

   第８１条の次に次の８条を加える。 

   （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範

囲） 

  第８１条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来

の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課

さない。 

   （環境性能割の課税標準） 

  第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のた

めに通常要する価額として施行規則第１５条の１０に定めるところによ

り算定した金額とする。 

   （環境性能割の税率） 

 第８１条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境

性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 



- 8 - 

 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けるもの １００分の１ 

 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けるもの １００分の２ 

 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 

   （環境性能割の徴収の方法） 

第８１条の５ 環境性能割は、申告納付の方法によって徴収する。 

  （環境性能割の申告納付） 

第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲

げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで 

に、施行規則第３３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、 

その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 

２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、 

法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は

日までに、施行規則第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

  （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第８１条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は

報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった

場合には、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき

納期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

  （環境性能割の減免） 

第８１条の８ 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は

第９０条第１項各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに限る。）の

うち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な

事項については、規則で定める。 

（種別割の課税免除） 

 第８１条の９ 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を

課さない。 

第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自
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動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲

げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号ア及

びイを次のように改める。 

  ア 軽自動車 

(ア) 二輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

(イ) 三輪のもの 年額 ３，９００円 

(ウ) 四輪以上のもの 

    ａ 乗用のもの 

       営業用 年額 ６，９００円 

       自家用 年額 １０，８００円 

    ｂ 貨物用のもの 

       営業用 年額 ３，８００円 

       自家用 年額 ５，０００円 

    イ 小型特殊自動車 

(ア) 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

(イ) その他のもの 年額 ５，９００円 

第８３条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

   第８５条の見出しを「（種別割の徴収の方法）」に改め、同条中「軽自

動車税」を「種別割」に改める。 

   第８７条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中

「軽自動車税」を「種別割」に、「第３３号の４様式」を「第３３号の４

の２様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４様式」を「第

３３号の４の２様式」に改め、同条第４項中「第８０条第２項」を「第８

１条第１項」に改める。 

   第８８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中

「第８０条第２項」を「第８１条第１項」に改める。 

   第８９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中

「、市長において必要があると認めるものについて、その所有者に対して

課する軽自動車税を減免することができる」を「必要と認めるものに対し

ては、種別割を減免する」に改め、同条第２項及び第３項中「軽自動車税」

を「種別割」に改める。 

   第９０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中

「掲げる軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自 
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動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同項第１号中 

「のうち、市長が必要と認めるもの」を削り、同条第２項から第４項まで

の規定中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

   第９１条第３項中「第４４３条第１項若しくは第８１条第２号又は第８

０条第３項ただし書」を「第４４５条第１項又は第８０条第３項ただし書

若しくは第８１条の２」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第

８項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

附則第１５条の次に次の５条を加える。 

   （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章

第２節の規定にかかわらず、三重県が、自動車税の環境性能割の賦課徴

収の例により、行うものとする。 

   （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１５条の３ 市長は、当分の間、第８１条の８の規定にかかわらず、三

重県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとし

て市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能

割を減免する。 

   （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１５条の４ 第８１条の６の規定による申告納付については、当分の間、 

同条中「市長」とあるのは、「三重県知事」とする。 

   （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１５条の５ 市は、三重県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関す

る事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６

第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として三重県に交付する。 

   （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第８１条の４の規定

の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

  ２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第８１条の４（第３号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、同号中「１００分の３」とある
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のは、「１００分の２」とする。 

附則第１６条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同

条第１項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を

「最初の法第４４４条第３項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に

「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア(イ) ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア(ウ)ａ ６，９００円 ８，２００円 

 １０，８００円 １２，９００円 

第２号ア(ウ)ｂ ３，８００円 ４，５００円 

 ５，０００円 ６，０００円 

   附則第１６条第２項から第４項までを削る。 

  附則第１条第１号中「の改正規定（次号に掲げる部分を除く。）並びに同

条例第４３条」を「、第４３条」に、「第４項」を「第３項」に改め、同条

第２号を次のように改める。 

 第１条中津市市税条例附則第１６条の改正規定及び附則第３条の２の

規定 平成２９年４月１日 

  附則第１条に次の１号を加える。 

 第１条の２及び第２条の規定並びに第３条中津市市税条例等の一部を

改正する条例（平成２７年津市条例第３５号）附則第５条第７項の表第

１９条第３号の項の改正規定（「第９８条第１項」を「第８１条の６第

１項の申告書、第９８条第１項」に改める部分に限る。）並びに附則第

２条の２及び第４条の規定 平成３１年１０月１日 

  附則第２条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（市民税に関する

経過措置）」を付し、同条中第３項を削り、第４項を第３項とし、同条の次

に次の１条を加える。 

 第２条の２ 第１条の２の規定による改正後の津市市税条例（附則第４条に

おいて「３１年新条例」という。）第３４条の４及び第３４条の４の２第

１項の規定は、附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日以後に開始する

事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人

の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及

び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前

の例による。 
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   附則第４条の見出しを削り、同条第１項中「新条例」を「３１年新条例」

に、「附則第１条第２号」を「附則第１条第４号」に改め、同条第２項中 

「新条例」を「３１年新条例」に、「平成２９年度」を「平成３２年度」に、 

「平成２８年度分」を「平成３１年度分」に改め、第３条の次に次の見出し

及び１条を加える。 

  （軽自動車税に関する経過措置） 

 第３条の２ 新条例附則第１６条の規定は、平成２９年度分の軽自動車税に

ついて適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中津市市税条例 

第５１条第１項及び第２項、第７１条第２項、第８９条第２項並びに第９０

条第３項の改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の津市市税条例附則第２０条の２の規定は、 

平成２９年１月１日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相 

互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号） 

第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特

例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等又は同

法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する

特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

る個人の市民税について適用する。 
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市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員 

の採用 

等に関する条例の一部の改正について 

 津市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸     

津市条例第６号

津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第７３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１５建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の項の前に次のように

加える。 

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定 

１

件

に

つ

き

ア 建築物の非住宅部分の用途が工場等（工場その他市長が

別に定める用途をいう。以下この表において同じ。）以外

である場合において、判定に係る建築物エネルギー消費性

能確保計画が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律第２条第３号の規定により定められた簡易な評価方

法（以下この表において「消費性能に係る簡易な評価方法」

という。）であって市長が別に定める方法により評価され

たものでないとき。 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
２７１，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

４３３，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

６１６，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平 ７５６，０００円
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方メートル以内のもの 

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

８９１，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
１,０１７，０００円

イ 建築物の非住宅部分の用途が工場等以外である場合にお

いて、判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、

消費性能に係る簡易な評価方法であって市長が別に定める

方法により評価されたものであるとき。 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
９８，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

１６４，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

２６６，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

３４８，０００円

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

４１８，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
４９０，０００円

ウ 建築物の非住宅部分の用途が工場等である場合 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
２１，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

４２，０００円
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床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

１０７，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

１６１，０００円

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

２００，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
２４９，０００円

エ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等の 

用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限る。）

の場合 当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区

分に応じたアの表又はイの表に定める金額 

オ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等以

外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限

る。）の場合 当該建築物における非住宅部分全体の床面

積の区分に応じたウの表に定める金額 

カ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（エ又はオ

に該当する建築物を除く。）の場合 当該建築物における

工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応じたアの表又

はイの表に定める金額と工場等の用途の部分の床面積の区

分に応じたウの表に定める金額とを合算した額（当該額が

当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じ

たアの表又はイの表に定める金額を超える場合は、当該ア

の表又はイの表に定める金額）  

（注） 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、

当該建築物における非住宅部分の用途及び床面積の区

分に応じて算定する。 

建築物

エネル

１

件

ア 建築物の非住宅部分の用途が工場等以外である場合にお

いて、判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、
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ギー消

費性能

適合性

変更判

定 

に

つ

き

消費性能に係る簡易な評価方法であって市長が別に定める

方法により評価されたものでないとき。 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
１３６，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

２１９，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

３１７，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

３９２，０００円

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

４６３，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
５３１，０００円

 イ 建築物の非住宅部分の用途が工場等以外である場合にお

いて、判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、

消費性能に係る簡易な評価方法であって市長が別に定める

方法により評価されたものであるとき。 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
５０，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

８５，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

１４２，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平 １８８，０００円
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方メートル以内のもの 

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

２２７，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
２６８，０００円

ウ 建築物の非住宅部分の用途が工場等である場合 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
１１，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

２４，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

６２，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

９５，０００円

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

１１８，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
１４７，０００円

エ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等の 

用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限る。）

の場合 当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区

分に応じたアの表又はイの表に定める金額 

オ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等以

外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限

る。）の場合 当該建築物における非住宅部分全体の床面

積の区分に応じたウの表に定める金額 
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カ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（エ又はオ

に該当する建築物を除く。）の場合 当該建築物における

工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応じたアの表又

はイの表に定める金額と工場等の用途の部分の床面積の区

分に応じたウの表に定める金額とを合算した額（当該額が

当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じ

たアの表又はイの表に定める金額を超える場合は、当該ア

の表又はイの表に定める金額） 

（注） 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、

当該建築物における非住宅部分の用途及び床面積の区

分に応じて算定する。 

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定に

係る軽

微な変

更に該

当する

旨の証

明書の

交付 

１

件

に

つ

き

ア 建築物の非住宅部分の用途が工場等以外である場合にお

いて、判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、

消費性能に係る簡易な評価方法であって市長が別に定める

方法により評価されたものでないとき。 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
６８，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

１０９，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

１５８，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

１９６，０００円

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

２３１，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
２６５，０００円

イ 建築物の非住宅部分の用途が工場等以外である場合にお
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いて、判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が、

消費性能に係る簡易な評価方法であって市長が別に定める

方法により評価されたものであるとき。 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
２５，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

４２，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

７１，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

９４，０００円

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

１１３，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
１３４，０００円

ウ 建築物の非住宅部分の用途が工場等である場合 

床面積の合計が３００平方メー

トル以内のもの 
５，０００円

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの 

１２，０００円

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

３１，０００円

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

４７，０００円

 床面積の合計が１０，０００平
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方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

５９，０００円

床面積の合計が２５，０００平

方メートルを超えるもの 
７３，０００円

エ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等の 

用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限る。）

の場合 当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区

分に応じたアの表又はイの表に定める金額 

オ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等以

外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限

る。）の場合 当該建築物における非住宅部分全体の床面

積の区分に応じたウの表に定める金額  

カ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（エ又はオ

に該当する建築物を除く。）の場合 当該建築物における

工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応じたアの表又

はイの表に定める金額と工場等の用途の部分の床面積の区

分に応じたウの表に定める金額とを合算した額（当該額が

当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じ

たアの表又はイの表に定める金額を超える場合は、当該ア

の表又はイの表に定める金額） 

（注） 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、

当該建築物における非住宅部分の用途及び床面積の区

分に応じて算定する。 

 別表第１５建築物エネルギー消費性能に係る認定の項中「同号の規定により

定められた簡易な評価方法（以下この表において「消費性能に係る簡易な評価

方法」という。）」を「消費性能に係る簡易な評価方法」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議案第１号                 平成  年  月  日議決 

   等に関する条例の一部の改正について 

 津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸     

津市条例第７号

   津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１１条第１項中「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係

る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）」に、「に該当する」を「の適用

がある」に、「附則第３５条の２第６項」を「附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第

５項」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」に、「附則第３５条の２の６第１１項若しくは第１５項又は第３５

条の３第１１項」を「附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３

項若しくは第１５項」に改め、「附則第３５条の４の２第７項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）」の次に「、外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第２５条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の

額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用

する場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額」を加

える。 

第２５条第１項第１号中「、また」を削り、「上場株式等に係る配当所得の

金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第

１１項又は第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」に、

「附則第３５条の２第６項」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株式
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等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項」に、

「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

に、「附則第３５条の２の６第１１項若しくは第１５項又は第３５条の３第１

１項」を「附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは

第１５項」に改め、「附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）」の次に「、外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の額」を加える。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第１１条第１項及び第２５条第１項第１号の規定（これらの規定

中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額及び同条第４項に規定する特例適用配当等の額に関する部分を除く。）

は、平成２９年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２８年度以前

の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



議案第１号                 平成  年  月  日議決

      津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部の改正について 

 津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

  平成２９年３月２８日                       

                      津市長 前 葉 泰 幸    

津市条例第８号

   津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号）

の一部を次のように改正する。

 別表上浜町六丁目住宅の項中「２」を「１」に改め、同表里ノ上Ａ住宅の項

中「１２番４号～１２番６号」を「１２番５号、１２番６号」に改め、「、１

２番１１号」を削り、同項戸数の欄中「１４」を「１２」に改め、同表里ノ上

Ｂ住宅の項中「、１８番４号～１８番７号」を削り、「２４」を「２０」に改

め、同表中別保住宅の項を削る。

   附 則

この条例は、公布の日から施行する。



議案第１号                 平成  年  月  日議決 

等に関する条例の一部の改正について 

 津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸     

津市条例第９号

津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２５０号） 

の一部を次のように改正する。 

 別表第１ゲートボール場の部津市久居スポーツ公園内ゲートボール場の項及

び津市白山倭ゲートボール場の項を削る。 

別表第１２中「及び設備器具」を削り、同表設備器具の項を削る。

 別表第２６を次のように改める。 

別表第２６ 削除 

 別表第２９中「、津市白山倭ゲートボール場」を削る。  

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議案第１号                 平成  年  月  日議決

津市職員の給与に関する条例及び津等に関する条例の一部の改正について 

 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正す

る条例をここに公布する。

  平成２９年３月２８日                       

                      津市長 前 葉 泰 幸    

津市条例第１０号

   津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例等の一部を改

正する条例

 （津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正）

第１条 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例（平成２５

年津市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

  別表第１及び別表第２中「商談室兼控室（大）」を「商談室１」に、「商

談室兼控室（小）」を「商談室２」に改める。

 （津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の一部改正）

第２条 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例（平成２７年津市条例第３４号）の一部を次のように改正する。

  別表第１から別表第４までの改正規定のうち別表第４中

「

                                 」

サブアリーナ 照明設備 全灯１時間 ３，４００ 

４分の３灯１時間 ２，７００ 

２分の１灯１時間 ２，０００ 

４分の１灯１時間 １，０００ 

観客席１時間 １，０００ 

音響設備 １式 ２，０００ 

冷暖房設備 アリーナ面１時間 ７，５００ 

観客席１時間 ２，５００ 

を
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 「 

」

サブアリーナ 照明設備 全灯１時間 ３，４００ 

４分の３灯１時間 ２，７００ 

２分の１灯１時間 ２，０００ 

４分の１灯１時間 １，０００ 

観客席１時間 １，０００ 

音響設備 １式 ２，０００ 

冷暖房設備 アリーナ面１時間 ７，５００ 

観客席１時間 ２，５００ 

机（大） １台 ６０ 

机（小） １台 ３０ 

椅子 １脚 ３０ 

演台 １台 ７００ 

司会者台 １台 ３００ 

花台 １台 ３００ 

ハンドボール １組 ３００ 

テニス １組 ５４０ 

バスケットボール １組 ５４０ 

バレーボール １組 ３００ 

バドミントン １組 １８０ 

卓球 １組 ２００ 

フットサル １組 ３００ 

レスリング １組 ６００ 

空手 １組 ６００ 

フェンシング １組 ６００ 

相撲 １組 １５０ 

太極拳 １組 １５０ 

柔道用畳 １枚 ２０ 

電光掲示盤 １式 ７５０ 

システムカウンター １式 ４５０ 

フロアシート １枚 １００ 

電源コンセント １口 １００ 

に
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改める。

別表第４の次に３表を加える改正規定のうち別表第６中

「

                                」

「

                                」

改める。

   附 則

 この条例中第１条の規定は平成２９年４月１日から、第２条の規定は公布の

日から施行する。

柔剣道場 照明設備 １時間 ４００ 

音響設備 １式 ２，０００ 

冷暖房設備 １時間 ３，０００ 

弓道場 照明設備 １時間 ２００ 

音響設備 １式 １，０００ 

冷暖房設備 観客席１時間 １，０００ 

を

柔剣道場 照明設備 １時間 ４００

音響設備 １式 ２，０００

冷暖房設備 １時間 ３，０００

レスリング １組 ６００

空手 １組 ６００

フェンシング １組 ６００

相撲 １組 １５０

太極拳 １組 １５０

弓道場 照明設備 １時間 ２００ 

音響設備 １式 １，０００ 

冷暖房設備 観客席１時間 １，０００ 

机（大） １台 ６０ 

机（小） １台 ３０ 

椅子 １脚 ３０ 

演台 １台 ７００ 

司会者台 １台 ３００ 

花台 １台 ３００ 

フロアシート １枚 １００ 

電源コンセント １口 １００ 

に



議案第１号                 平成  年  月  日議決 

   る条例の一部の改正について 

 津市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸     

津市条例第１１号

   津市火災予防条例の一部を改正する条例 

 津市火災予防条例（平成１８年津市条例第２６０号）の一部を次のように改

正する。 

 第４７条の４の次に次の１条を加える。 

 （防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第４７条の５ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判

断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が法、令又はこれら

に基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物

の関係者にその旨を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公

表の手続は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



議案第１号                 平成  年  月  日議決 

   る条例の一部の改正について 

 津市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１２号

   津市議会委員会条例の一部を改正する条例 

津市議会委員会条例（平成１８年津市条例第２６５号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３号オ中「競艇事業部」を「ボートレース事業部」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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専決第  号                              

   津市市税条例の一部の改正について 

 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。      

  平成２９年３月３１日                        

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第１３号 

   津市市税条例の一部を改正する条例 

 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 第４８条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第２項中「におい 

ては」を「には」に改め、同条第３項中「において、当該税額に」を「には、」 

に改め、「とする」の次に「。第５項第１号において同じ」を加え、「によっ

て」を「により」に改め、同条第５項中「については」の次に「、前項の規定

にかかわらず」を加え、同条第６項中「によって」を「により」に、「第７５

条の２第７項」を「第７５条の２第９項」に改め、同条第７項中「によって」

を「により」に改める。 

 第５０条第１項中「においては」を「には」に、「によって」を「により」

に改め、同条第２項中「とする」の次に「。第４項第１号において同じ」を加

え、同条第４項中「法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下この項

において「修正申告書」という。）の提出」を「納付すべき税額を増加させる 

更正（これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）」 

に、「（当該修正申告書」を「（当該増額更正」に、「同条第１項」を「法第 

３２１条の８第１項」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があった」 

に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の次に「、

前項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「につ

いてされた当該増額更正により納付すべき」に改め、同項第２号中「修正申告

書に係る更正」を「増額更正」に、「まで」を「（法人税に係る修正申告書を

提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るも

のにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは

決定の通知をした日）まで」に改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の津市市税条例（以下「新条例」という。）第

４８条第３項及び第５項並びに第５０条第２項及び第４項の規定は、平成２

９年１月１日以後に新条例第４８条第３項又は第５０条第２項に規定する納

期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 



津市職員の給与の支給に関する規則及び津市職員の住居手当の支給に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２９年３月２１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第９号 

津市職員の給与の支給に関する規則及び津市職員の住居手当の支給に関

する規則の一部を改正する規則 

 （津市職員の給与の支給に関する規則の一部改正） 

第１条 津市職員の給与の支給に関する規則（平成１８年津市規則第２６号）

の一部を次のように改正する。 

  第８条中第６項を第７項とし、第１項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、

同条に第１項として次の１項を加える。 

   条例第１９条第３項の規則で定める職員は、三重短期大学学長とする。 

  附則に次の１項を加える。 

  （平成２８年改正条例附則第３条第１項の規定が適用される間の読替え） 

 １０ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、第８条第

２項中「条例第２０条第１項」とあるのは、「津市職員の給与に関する条

例及び津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例（平成２８年津市条例第３６号）附則第３条第１項の規定により読み替

えられた条例第２０条第１項」とする。 

 （津市職員の住居手当の支給に関する規則の一部改正） 

第２条 津市職員の住居手当の支給に関する規則（平成１８年津市規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「第１９条」を「第１９条第２項」に、「第２０条第１項」 

を「条例第２０条第１項」に改める。 

  附則に次の１項を加える。 

  （平成２８年改正条例附則第３条第１項の規定が適用される間の読替え） 

 ３ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、第２条第２

号中「条例第２０条第１項」とあるのは、「津市職員の給与に関する条例

及び津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

（平成２８年津市条例第３６号）附則第３条第１項の規定により読み替え



られた条例第２０条第１項」とする。 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



 津市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１０号 

   津市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市市税条例施行規則（平成１８年津市規則第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 第１２条の表中「、一般社団法人」を「並びに一般社団法人」に、「並びに

特例社団法人及び特例財団法人（収益事業を併せて行うものを除く。）で」を

「であって、収益事業を併せて行わないもののうち、」に改める。 

第７号様式中

「

」

「

                                 」

改める。

 第３８号様式その２の次に次の１様式を加える。

を

に

代

表

者

相

続

人

の

氏       名

（名    称）
○印

住       所

（所  在  地）

法 人 番 号
※法人の場合に限る。

代

表

者

相

続

人

の

氏       名

（名    称）
○印

住       所

（所 在 地）

電 話 番 号

法 人 番 号
※法人の場合に限る。



年度

年度

科目 賦課年度 会計年度 期別 通知書番号 納付額 CD

　 年 月 日

お問い合わせ番号

〒

（　住　所　）

第３８号様式その３（第２１条関係）

円

備　考

合 計

延滞金

督促手数料

納付額

円

円

円

円

納 付 額

通　知　書　番　号 通 知 書 番 号

様

期 別

円

延 滞 金 納付指定期限円 期 別 納 付 指 定 期 限

督促手数料 円円 合 計 円

納付額

納　税
義務者

納 税 義 務 者 督促手数料

様 延滞金 円

円

納 付 指 定 期 限

合 　計 備　考

（住　　所）

（氏　　名）

年　度 期　別 科　　　目

（表）

年度 科目

通知書番
号

年度 科　　目 納　税
義務者　手書き欄に記入する際は、枠の中に入るようにていねいに記入してください。

領収日付印

（三重県津市／ＣＶＳ本部保管） 三重県津市

ＣＶＳ収納用

督促状兼領収証書

三重県津市

（納税者保

収入印紙不要

領収日付印

津市

電話番号

ＩＤ 市町村

津市長 （ 氏 名 ） 印

督 公督 納付書兼納付済通知書 公

督促手数料 延 滞

（取扱金融機関/ＣＶＳ店舗保

管）

領収日付印

三重県津市

督 公津市

納付書

本状は、 現在、

作成した ものです。 既に納付済の とき は、

津市

親
展

津市（名称）部（名称）課

市税の納付場所

上記のとおり

領収いたしました。

領収書は大切に
保存して下さい。

上記金額を領収しましたので通知します。

お問い合わせ窓口は、本状宛名面に記載して
います。

（延滞金）
　納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000円未満
の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金
額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント（納期限の翌日から１箇
月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）の割合（当該年
の前年に租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された割合に年1パ
ーセントの割合を加算した割合（以下「特例基準割合」といいます。)が年
7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割合適
用年」といいます。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当
該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加
算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年
１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセント
の割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とします。）を乗じて
計算した金額が加算されます。

（滞納処分）
　この督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納され
ないと、財産の差押え等滞納処分を行います。

（不服がある場合）
　この督促状に不服がある場合は、この督促状を受け取った日の翌日から
起算して３箇月以内に、津市長に対して審査請求をすることができます。
　また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して
６箇月以内に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することがで
きます。
　なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提
起することができないこととされていますが、行政事件訴訟法第８条第２
項各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、訴えを提起するこ
とができます。

　　　　　　　　　　問い合わせ先

○　市税の納税に関すること
　　・納税についての御相談に関すること　　　　　　電話番号
　　・市税の口座振替に関すること　　　　　　　　　電話番号

○　市民税・県民税、軽自動車税の課税内容に関すること
　　・市民税・県民税に関すること　　　　　　　　　電話番号
　　・軽自動車税に関すること　　　　　　　　　　　電話番号

○　固定資産税・都市計画税の課税内容に関すること
　　・土地に関すること　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　・家屋・償却資産に関すること　　　　　　　　　電話番号

（裏）

納付場所

◎納税に関する問い合わせ先

津市役所 （名称） 電話



 第４６号様式その１及び第４６号様式その２中

「

」

「

に改める。

」

第５０号様式を次のように改める。

を

１２      月

２ 月

翌年度仮徴収税額４月

翌年度仮徴収税額６月

翌年度仮徴収税額８月

１２      月

２ 月



第５０号様式（第２１条関係） 

法人等の設立・開設・異動申告書   

管理番号   （
市
提
出
用
）

※

□
印
の
あ
る
欄
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
項
目
に
レ
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

法人番号  

年  月  日

  (宛先)津市長 

本 店 所 在 地
〒 

TEL      

ふ り が な

法 人 の 名 称

代 表 者 氏 名 印 

この申告に応答する
者の氏名、係名及び
電話番号 TEL      

① 次のとおり法人等を 設立・開設 しましたので申告します。 

設 立 ・ 開 設 年 月 日       年   月   日 

津市内に設立した本店

又は開設した支店等 

本店  支店等 

所 在 地

名 称

資 本 等 の 金 額 円 

事 業 年 度

又 は 連 結 事 業 年 度
月   日 ～  月   日 月   日 ～  月  日

事 業 種 目

津市内に本店を設立した場合における津市以外の支店等の有無 有      無 

法人税の申告期限の延長の有無 有（  箇月） 無 

一般社団・財団法人の場合 非営利型法人 普通法人 

公益法人等の場合の収益事業の有無 有           無  

② 次のとおり法人等の内容について異動がありましたので申告します。 

異 動 年 月 日 年  月  日 登 記 年 月 日 年  月  日

異 動 事 項 異 動 前 異 動 後 

名称  決算期 

所在地 代表者 

資本等の金額 

支店等廃止 

その他（   ） 
上記異動後の津市内に所在する支店等の有無  有  無 

解散    

清算結了  

合併 

清算人又は

被合併法人 

住所又は

所 在 地 TEL     

氏名又は
名 称

添付書類 
定款等の写し 登記事項証明書等の写し

その他参考資料（         ）

関与税理士 

TEL   

受付印 



第５２号様式中

「

                                   」

を

「

課税標準となる法人税額① 円 円

分割基準 ②
人   人 人   人

／ ／ 

分割法人における課税標

準となる法人税額①×②
③

円 円

税率 ④  ／100  ／100 

税額 

①×④又は③×④ 
⑤

円 円

外国の法人税等の額の控

除額 
⑥

円 円

仮装経理に基づく法人税

割額の控除額 
⑦

円 円

差引法人税割額 

⑤－⑥－⑦ 
⑧

円 円

租税条約の実施に係る法

人税割額の控除額 
⑨

円 円

法人税割額 

⑧－⑨ 
⑩

円 円
⑪     

円

均
等
割
額

算定期間中において 

事務所等を有してい 

た月数 

⑫

月 月

均等割額 ⑬       円      円⑭     円

納付すべき市民税額又は減
額すべき市民税額⑪＋⑭
(－印は減額) 

⑮
円

納期限   

不足税額に対する

延滞金 

計算期間  ⑯

(   ～   ) 

      日

控除期間   ⑰ 

(     ～     )

        日 

⑯－⑰ 

  日 

円

課税標準となる法人税額 ① 円 円

分割基準 ②
人   人 人   人

／ ／ 

分割法人における課税標

準となる法人税額①×②
③

円 円

税率 ④  ／100  ／100 

税額 

①×④又は③×④ 
⑤

円 円

市町村民税の特定寄附金

税額控除額 
⑥

円 円

外国の法人税等の額の控

除額 
⑦

円 円

仮装経理に基づく法人税

割額の控除額 
⑧

円 円

差引法人税割額 

⑤－⑥－⑦－⑧ 
⑨

円 円

租税条約の実施に係る法

人税割額の控除額 
⑩

円 円



                                   」

に改める。

  附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

税額控除額
⑥

外国の法人税等の額の控

除額 
⑦

円 円

仮装経理に基づく法人税

割額の控除額 
⑧

円 円

差引法人税割額 

⑤－⑥－⑦－⑧ 
⑨

円 円

租税条約の実施に係る法

人税割額の控除額 
⑩

円 円

法人税割額 

⑨－⑩ 
⑪

円 円
⑫     

円

均
等
割
額

算定期間中において

事務所等を有してい

た月数 

⑬

月 月

均等割額 ⑭      円      円⑮     円

納付すべき市民税額又は減 

額すべき市民税額⑫＋⑮ 

(－印は減額) 

⑯

円

納期限   

不足税額に対する 

延滞金 

計算期間  ⑰

(   ～   ) 

      日

控除期間   ⑱ 

(     ～     )

        日 

⑰－⑱ 

  日 

円



津市庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２９年３月２７日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第１１号

津市庁舎管理規則の一部を改正する規則

津市庁舎管理規則（平成１８年津市規則第３７号）の一部を次のように改正

する。

別表中「政策財務部長」を「政策財務部税務・財産管理担当理事」に改める。

「（名 称）部（名 称）課

       担当副主幹                」

「所属

 職名            に改める。

 氏名           」

 第２号様式中「あて先」を「宛先」に改める。

   附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

第１号様式中 を



津市応急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

平成２９年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第１２号 

   津市応急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

津市応急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則

第１１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「津市休日応急・夜間こども応急クリニック」を「津市こども

応急クリニック・休日デンタルクリニック」に、「及び国民の祝日に関する法

律」を「、国民の祝日に関する法律」に、「（１月１日を除く。）」を「並び

に１月２日、同月３日及び１２月３１日」に改め、「、８月１４日、同月１５

日」を削り、同表津市夜間成人応急診療所の項を次のように改める。 

 津市応急クリ条例第４条第３項第１日曜日、祝日法による休午前１０時から 

 ニック   号に掲げる事業（休日日並びに１月２日、同月午後４時まで  

に係る事業に限る。）３日及び１２月３１日 

条例第４条第３項第１１月１日から１２月３１午後７時３０分 

       号に掲げる事業（夜間日まで        から午後１１時 

       に係る事業に限る。）           まで 

第５条の表中「津市休日応急・夜間こども応急クリニック」を「津市こども

応急クリニック・休日デンタルクリニック」に、「津市夜間成人応急診療所」

を「津市応急クリニック」に改める。 

第６条の表中「津市休日応急・夜間こども応急クリニック」を「津市こども

応急クリニック・休日デンタルクリニック」に改め、同表津市夜間成人応急診

療所の項を次のように改める。 

津市応急クリニック 条例第４条第３項第１号に午前１０時から正午まで及 

           掲げる事業（休日に係る事午後１時から午後４時まで 

           業に限る。）                  

条例第４条第３項第１号に午後７時３０分から午後１ 

           掲げる事業（夜間に係る事１時まで 



業に限る。） 

   附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市会計規則及び津市物品会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第１３号 

   津市会計規則及び津市物品会計規則の一部を改正する規則 

 （津市会計規則の一部改正） 

第１条 津市会計規則（平成１８年津市規則第４２号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条第４号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

 （津市物品会計規則の一部改正） 

第２条 津市物品会計規則（平成１８年津市規則第４３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第３号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

  別表１の項第３号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

   附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



 津市モーターボート競走事業従事員の就業等に関する規則及び津市モーター

ボート競走事業応援従事員の就業等に関する規則を廃止する規則をここに公布

する。

平成２９年３月２８日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第１４号

津市モーターボート競走事業従事員の就業等に関する規則及び津市モー

ターボート競走事業応援従事員の就業等に関する規則を廃止する規則

 次に掲げる規則は、廃止する。 

 津市モーターボート競走事業従事員の就業等に関する規則（平成１８年

津市規則第１５３号) 

 津市モーターボート競走事業応援従事員の就業等に関する規則（平成１

８年津市規則第１５４号） 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

  平成２９年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第１５号

津市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則

津市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年

津市規則第１１４号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「津市国民健康保険竹原診療所」の次に「及び津市家庭医療

クリニック」を加える。

第２号様式中「あて先」を「宛先」に改める。

附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。



 津市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日 

               津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第１６号 

   津市公印規則の一部を改正する規則 

 津市公印規則（平成１８年津市規則第１０号）の一部を次のように改正する。

別表市印の項中 

国民健康保険の資格及

び給付に係る内容を市

名をもって証する書面

並びに当該書面の印影

印刷用 

介護保険の資格及び給

付に係る内容を市名を

もって証する書面並び

に当該書面の印影印刷

用 

国民健康保険及び介護

保険の資格及び給付に

係る内容を市名をもっ

て証する書面 

「 
国民健康保険被保険者

証の印影印刷用、国民

健康保険被保険者資格

証明書、国民健康保険

特定疾病療養受療証及

び国民健康保険標準負

担額減額認定証 

介護保険被保険者証の

印影印刷用、介護保険

資格者証、介護保険標

準負担額減額認定証、

介護保険特定標準負担

額減額認定証及び介護

保険利用者負担額減額

・免除等認定証 

国民健康保険被保険者

証の印影印刷用、国民

健康保険被保険者資格

証明書、国民健康保険

特定疾病療養受療証及

び国民健康保険標準負

担額減額認定証並びに

介護保険被保険者証の

印影印刷用、介護保険 

」

を 

「 

に改め、同表休日 



応急・夜間こども応急クリニック印の項を削る。 

  附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

資格者証、介護保険標

準負担額減額認定証、

介護保険特定標準負担

額減額認定証及び介護

保険利用者負担額減額

・免除等認定証 
」 



津市農業共済事業財務規則及び津市農業共済事業に係る重要事項の説明に関

する規則を廃止する規則をここに公布する。

  平成２９年３月３０日                       

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１７号 

   津市農業共済事業財務規則及び津市農業共済事業に係る重要事項の説明

に関する規則を廃止する規則 

 （津市農業共済事業財務規則の廃止） 

第１条 津市農業共済事業財務規則（平成１８年津市規則第１７３号）は、廃

止する。 

 （津市農業共済事業に係る重要事項の説明に関する規則の廃止） 

第２条 津市農業共済事業に係る重要事項の説明に関する規則（平成１８年津

市規則第１７４号）は、廃止する。 

附 則 

 この規則中第１条の規定は平成３０年４月１日から、第２条の規定は平成２

９年４月１日から施行する。 



津市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第１８号 

   津市事務分掌規則の一部を改正する規則 

津市事務分掌規則（平成１８年津市規則第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第１項第８号の表中「工業振興課     工業振興担当」を 

「経営支援課     経営支援担当 

企業誘致課     企業誘致担当」 

１号を第１０号とし、同項第１２号の表中「用地担当 道路整備担当 公園整

備担当」を「公園整備担当 道路整備担当」に改め、同号を同項第１１号とし、

同項に次の１号を加える。 

 ボートレース事業部 

  経営管理課     経営管理担当 

  事業推進課     企画広報担当 投票・警備担当 施設・整備担当 

第２条第３項中第８号を削り、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号

を加える。 

 健康福祉部高齢福祉課 

  地域包括ケア推進室 地域包括ケア推進担当 

第２条第３項第９号の表中「農業共済室     農業共済担当」を削り、 

同項第１１号の表中「事業調整室     事業調整担当」を 

「事業調整室      事業調整担当 

用地・地籍調査推進室 用地担当 地籍調査推進担当」 

別表第１政策財務部の表財産管理課の部管理担当の項中第１６号を第１７号

とし、第１５号の次に次の１号を加える。 

 外郭団体への出資・出捐の総括に関すること。 

別表第１政策財務部の表財産管理課の部財産活用担当の項第２号中「取得及

び」を削り、同項中第４号及び第５号を削り、第３号を第５号とし、第２号の

次に次の２号を加える。 

 公共施設等総合管理計画に関すること。 

に改める。 

に改め、同項中第１０号を削り、第１ 



 公共施設の整備、再編等に係る総合調整に関すること。 

 別表第１総務部の表行政経営課の部行政経営担当の項中第１１号を第１２号

とし、第８号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第７号の次に次の１号を

加える。 

 公民連携事業の推進に係る総括に関すること。 

別表第１市民部の表市民課の部企画管理・斎場担当の項第１号を次のように

改める。 

 アストプラザオフィスとの連絡調整に関すること。 

別表第１環境部の表環境政策課の部企画管理担当の項第３号中「簡易水道事

業、」を削る。 

別表第１健康福祉部の表高齢福祉課の部高齢福祉担当の項第４号中「生活支

援」を「在宅福祉事業」に改め、同項中第５号を削り、第６号を第５号とし、

第７号から第９号までを１号ずつ繰り上げ、同項第１０号中「課」の次に

「（地域包括ケア推進室を含む。）」を加え、同号を同項第９号とし、同表介

護保険課の部介護保険担当の項第３号中「給付」の次に「及び第１号事業費の

支払」を加え、同項第４号及び第５号中「介護保険サービス提供事業者」の次

に「及び介護予防・生活支援サービス事業者」を加え、同部認定審査担当の項

中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 基本チェックリストの総括及び調整に関すること。 

別表第１健康福祉部の表保険医療助成課の部管理・年金担当の項第５号中

「津市国民健康保険竹原診療所」の次に「及び津市家庭医療クリニック」を加

える。 

別表第１商工観光部の表商業振興労政課の部商業振興担当の項中第３号を削

り、第４号を第３号とし、第５号から第１０号までを１号ずつ繰り上げ、同表

工業振興課の部を次のように改める。 

経営支援課 経営支援担当  中小企業等に係る総合的な企業支援に関 

すること。 

 創業支援に関すること。 

 中小企業等に係る企業間交流の促進及び 

情報発信に関すること。 

 工業の振興施策の計画及び調整に関する 

こと。 



 工業の振興に関すること。 

 商工業に係る融資に関すること。 

 各種工業関係団体に関すること。 

 誘致企業及び立地企業の奨励制度に関す 

ること。 

ビジネスサポートセンターに関すること。

 課の庶務に関すること。 

企業誘致課 企業誘致担当  企業の誘致に関すること。 

 誘致企業及び立地企業の立地調整に関す 

ること。 

 工場立地法（昭和３４年法律第２４号） 

に関すること。 

 工業団地等に関すること。 

 課の庶務に関すること。 

別表第１農林水産部の表農林水産政策課の部企画管理担当の項第５号中「農

業共済室、」を削り、同部農業振興担当の項に次の２号を加える。 

 農業共済事業に関すること。 

 三重県農業共済組合との連絡調整に関すること。 

別表第１競艇事業部の表を削る。 

別表第１都市計画部の表建築指導課の部建築審査担当の項に次の１号を加え

る。 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５

３号）に基づく認定等に関すること。 

別表第１都市計画部の表建築指導課の部建築安全・耐震担当の項中第８号を

削り、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、第１１号を削る。 

別表第１建設部の表建設政策課の部企画管理担当の項第５号中「事業調整室」

の次に「及び用地・地籍調査推進室」を加え、同部調査担当の項を次のように

改める。 

調査担当  道路に係る路線の認定、廃止及び変更に 

関すること。 

 道路、公園、水路、河川及び調整池の占 

用許可及び使用許可並びに占用料及び使用 



料の徴収に関すること。 

 道路、公園、水路、河川及び調整池の用 

地の管理及び財産処分に関すること。 

 道路、公園、水路、河川及び調整池と民 

有地との境界立会いに関すること。 

 道路台帳及び公園台帳の調製及び保管に 

関すること。 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関す 

る法律に基づく届出等（土木工事に限る。）

に関すること。 

 法定外公共物の譲与に関すること。 

 特殊車両の通行に関すること。 

別表第１建設部の表建設整備課の部用地担当の項を削り、同部道路整備担当

の項及び公園整備担当の項を次のように改める。 

公園整備担当  都市計画事業における公園に係る事業等 

の調査、計画及び実施に関すること。 

 公園緑地事業に係る工事の推進及び総括 

に関すること。 

 公園の維持管理計画の策定及び進行管理 

に関すること。 

 三重県ユニバーサルデザインのまちづく 

り推進条例に基づく公園等の整備に係る事 

前協議、完了検査等に関すること。 

 課（河川排水推進室を含む。）の庶務に 

関すること。 

道路整備担当  道路及び橋りょうの新設、改良事業等に 

係る調査、計画及び実施に関すること。 

 道路整備計画の策定及び進行管理に関す 

ること。 

 橋りょう長寿命化修繕計画の策定及び進 

行管理に関すること。 

 舗装維持管理計画の策定及び進行管理に 



関すること。 

 都市計画事業における街路事業等の調査、

計画及び実施に関すること。 

 交通安全施設の計画、調整等に関するこ 

と。 

 三重県ユニバーサルデザインのまちづく 

り推進条例に基づく道路等の整備に係る事 

前協議、完了検査等に関すること。 

別表第１建設部の表の次に次の表を加える。 

ボートレース事業部 

課 担当 分掌事務 

経営管理課 経営管理担当  モーターボート競走事業の総合的な経営 

及び管理に関すること。 

 モーターボート競走事業の調査、計画等 

に関すること。 

 モーターボート競走事業関係団体に関す 

ること。 

 モーターボート競走事業に係る予算の編 

成及び予算執行の指導統制に関すること。 

 モーターボート競走事業に係る決算に関 

すること。 

 モーターボート競走事業に係る企業債及 

び一時借入金に関すること。 

 モーターボート競走事業に係る金銭の出 

納及び保管に関すること。 

 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 

に関すること。 

 場外発売場に関すること。 

 臨時職員等の任用条件、勤務条件、福利 

厚生等に関すること。 

 部に係る予算の調製及び執行に関するこ 

と。 



 部及び課の庶務に関すること。 

事業推進課 企画広報担当  開催業務の企画、広報等に関すること。 

 発売日程に関すること。 

 場間場外システムに関すること。 

 場間場外発売等に係る渉外活動に関する 

こと。 

 電話投票に関すること。 

 番組編成に関すること。 

 ファンの実態調査等に関すること。 

 ファンサービスに関すること。 

 課の庶務に関すること。 

投票・警備担当  勝舟投票券の発売並びに払戻金及び返還 

金の支払に関すること。 

 勝舟投票券の発行及び計算システムに関 

すること。 

 外向発売所の運営に関すること。 

 競走場の警備に関すること。 

 入場者、自動車等の整理に関すること。 

 警察署、消防署等関係機関との連絡に関 

すること。 

施設・整備担当  モーターボート競走事業に係る資産の管 

理、評価及び固定資産台帳に関すること。 

 競走場施設及び外向発売所施設の維持管 

理に関すること。 

競走用モーター及びボートに関すること。

         津北工事事務所 

         津南工事事務所 

を「境界立会いの受付」に改め、同部補修担当の項第２号中「、都市下水路」

を削る。 

別表第３健康福祉部福祉政策課の表の次に次の表を加える。 

健康福祉部高齢福祉課 

室 担当 分掌事務 

別表第２建設部の表 の部管理担当の項第４号中「境界立会い」 



地域包括ケ

ア推進室

地域包括ケア推

進担当

 地域の包括的な支援・サービス体制の構 

築に係る事業の企画及び調整に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。 

 一般介護予防事業及び介護予防・生活支 

援サービス事業に関すること（第１号事業 

費の支払に関すること並びに介護予防・生 

活支援サービス事業者の指定及び指導・監 

査に関することを除く。）。 

 生活支援体制整備事業に関すること。 

 認知症施策推進事業に関すること。 

 在宅医療・介護連携推進事業に関するこ 

と。 

 地域ケア会議推進事業に関すること。 

 その他高齢者支援に関すること。 

別表第３商工観光部工業振興課の表を削る。 

別表第３農林水産部農林水産政策課の表農業共済室の部を削る。 

別表第３建設部建設政策課の表に次のように加える。 

用地・地籍

調査推進室

用地担当  道路、公園、水路、河川及び調整池の新 

設、改良等に伴う用地取得及び補償に関す 

ること。 

 道路、公園、水路、河川及び調整池の用 

地の寄附取得に関すること。 

 未登記用地の処理に関すること。 

地籍調査推進担

当

 地籍調査に係る事業の調整、計画及び実 

施に関すること。 

 地籍調査実施区域に係る道路、公園、水 

路、河川及び調整池と民有地との境界立会 

いに関すること。 

 公共基準点に関すること。 

附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課、室又

は担当の職に勤務又は兼務を命ぜられていた職員は、別に人事異動通知書の



交付又は人事異動通知書の交付に代える部長等への通知がされない限り、こ

の規則の施行の日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる部、課、室又は担当

の相当の職に勤務又は兼務を命ぜられたものとする。 

商工観光部 工業振興課 工業振興担

当 

商 工 観 光

部

経営支援課 経営支援担

当 

〃 企業誘致室 企業誘致担

当 

〃 企業誘致課 企業誘致担

当 

競艇事業部 競艇管理課 経営管理担

当 

ボートレー

ス事業部 

経営管理課 経営管理担

当 

〃 〃 施設担当 〃 事業推進課 施設・整備

担当 

〃 競艇事業課 企画広報担

当 

〃 〃 企画広報担

当 

〃 〃 労務投票担

当 

〃 〃 投票・警備

担当 

〃 〃 警備担当 〃 〃 〃 

〃 〃 整備担当 〃 〃 施設・整備

担当 

建設部 建設整備課 用地担当 建設部 用地・地籍

調査推進室

用地担当 



津市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１９号 

   津市副市長事務分担規則の一部を改正する規則 

津市副市長事務分担規則（平成１８年津市規則第２４２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１号ア中「政策財務部」の次に「（検査課を除く。）」を加え、同

号中スをセとし、キからシまでをクからスまでとし、同号カ中「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改め、同号中カをキとし、オをカとし、エをオと

し、ウの次に次にように加える。 

エ スポーツ文化振興部（文化振興課に限る。）に属する事務 

第２条第２号中コをサとし、ウからケまでをエからコまでとし、同号イ中

「スポーツ文化振興部」の次に「（文化振興課を除く。）」を加え、同号中イ

をウとし、アをイとし、同号にアとして次のように加える。 

 ア 政策財務部（検査課に限る。）に属する事務 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２０号 

津市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則 

津市消防本部の組織に関する規則（平成１８年津市規則第２１７号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項の表を次のように改める。 

消防総務課 消防管理担当 消防政策担当 

予防課 設備担当 危険物担当 違反指導担当 

消防救急課 警防担当 消防救助担当 救急担当 

通信指令課 情報管理担当 通信指令担当 

第２条第２項各号を削り、同項に次の表を加える。 

 消防救急課 消防団統括室 消防団担当 

第３条第２項中「各室」を「室」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 



別表第１（第３条関係） 

課 担当 分掌事務 

消防総務課 消防管理担当  職員の任用、分限、懲戒、服務その他身

分の取扱いに関すること。 

 職員の人事及び給与に関すること。 

 職員の公務災害補償の調整に関すること。

 儀式及び表彰の調整に関すること。 

訴訟事件の対応に係る調整に関すること。

 職員の安全及び衛生並びに福利厚生に関

すること。 

 被服等の貸与に関すること。 

 公印の管理に関すること。 

 総合的な研修の企画及び各種研修の調整

に関すること。 

 職員の資格取得に関すること。 

 予算の編成、執行及び管理の総括に関す

ること。 

 決算及び経理の総括に関すること。 

財産の管理及び処分の総括に関すること。

物品の購入及び修繕の総括に関すること。

 消防車両及び消防機械器具の管理の総括

に関すること。 

 他の課の所管に属さないこと。 

 本部及び課の庶務に関すること。 

消防政策担当  組織制度及び組織運営の企画に関するこ

と。 

 消防に関する重要事項の総合企画及び総

合調整に関すること。 

 消防力の整備に関すること。 

 消防関係例規の制定改廃に係る調整に関

すること。 

 消防年報の編集及び統計事務の調整に関



すること。 

 総合的な広報の企画立案及び調査並びに

広報活動の調整に関すること。 

 報道機関との連絡調整に関すること。 

 消防音楽隊等に関すること。 

 消防職員委員会に関すること。 

 監察に関すること。 

 消防関係団体の育成及び指導に関するこ

と。 

予防課 設備担当  建築確認に係る消防同意に関すること。

 消防用設備等の設置指導及び消防検査に

関すること。 

 防炎表示制度に関すること。 

 防火対象物定期点検報告制度及び防災管

理点検報告制度に係る特例に関すること。

 課の庶務に関すること。 

危険物担当  危険物製造所等に係る許可、認可、承認

及び届出に関すること。 

 危険物製造所等の査察及び防火対策の推

進に関すること。 

 危険物取扱者、危険物保安監督者等の育

成指導に関すること。 

 危険物等に起因する災害調査に関するこ

と。 

 液化石油ガスの保安に関すること。 

 危険物製造所等に係る法令違反の処理に

関すること。 

違反指導担当  火災予防対策の企画及び調整に関するこ

と。 

 自主防火管理体制及び自主防災管理体制

の確立に関すること。 

 火災予防の広報等に関すること。 



 火災の原因及び損害の調査の総括並びに

火災の原因の分析に関すること。 

 火災情報の開示の調整に関すること。 

 火災統計に関すること。 

 防火対象物に係る法令違反の処理に関す

ること。 

 その他火災予防に関すること。 

消防救急課 警防担当   警防対策の企画及び調整に関すること。

 各種災害に対する消防活動対策の調査、

研究及び調整に関すること。 

 各種災害の記録、統計及び分析に関する

こと。 

 消防部隊の出動及び運用基準に関するこ

と。 

 消防水利の確保に関すること。 

 消防相互応援・受援に関すること。 

 災害時等に係る職員の招集計画に関する

こと。 

 開発行為に係る協議及び同意に関するこ

と。 

 消防防災指導センターに関すること。 

 課（消防団統括室を含む。）の庶務に関

すること。 

消防救助担当  大規模な消防訓練の企画立案及び総合調

整に関すること。 

 国民の保護に関する計画の実施調整及び

事務の取りまとめに関すること。 

 救助業務の企画及び調整に関すること。

 救助隊の運用基準に関すること。 

 救助事故対策に関すること。 

 救助に関する技術及び資機材の配備並び

に調査研究に関すること。 



 救助の記録及び統計に関すること。 

 救助情報の開示の調整に関すること。 

 救急担当   救急業務の企画及び調整に関すること。

 救急隊の運用基準に関すること。 

救急に関する資機材の配備に関すること。

 救急事故対策に関すること。 

 救急救命士の配備計画に関すること。 

 救急の記録及び統計に関すること。 

 救急情報の開示の調整に関すること。 

 医療機関その他の救急関係機関との調整

に関すること。 

 患者等搬送事業の指導及び認定に関する

こと。 

 救急救命士の育成に関すること。 

 救急隊員の教育訓練及び研修に関するこ

と。 

 感染防止対策に関すること。 

 応急手当の普及啓発に関すること。 

 救急に関する技術及び調査研究に関する

こと。 

 救急広報に関すること。 

通信指令課 情報管理担当  情報処理システムの企画、運営管理及び

技術指導に関すること。 

 その他情報管理に関すること。 

 課の庶務に関すること。 

通信指令担当  指令業務の企画及び調査に関すること。

 職員の招集計画の運用に関すること。 

 消防通信の運用及び統制に関すること。

 消防通信設備の整備、保守管理及び技術

指導に関すること。 

 災害通報の受理及び出動指令並びに災害

に係る情報収集、記録等に関すること。 



 気象情報、地震情報その他の災害情報の

収集伝達に関すること。 

防災関係機関との通信連絡に関すること。

 災害情報等の案内に関すること。 

 その他通信に関すること。 



別表第２（第３条関係） 

 消防救急課 

室 担当 分掌事務 

消防団統括

室 

消防団担当   消防団員の身分、報酬、費用弁償、公務

災害補償等の総括に関すること。 

 消防団員の表彰に関すること。 

 消防団員の被服等の貸与に関すること。

 消防団の公印の管理に関すること。 

 消防団員の教養、研修及び訓練の総合的

 な企画及び調整に関すること。 

 各種災害に対する消防団活動の調整に関

すること。 

消防団施設等の管理の総括に関すること。

消防団との連絡調整の総括に関すること。



附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は担

当の職に勤務又は兼務を命ぜられていた職員は、別に人事異動通知書の交付

又は人事異動通知書の交付に代える通知がされない限り、この規則の施行の

日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課又は担当の相当の職に勤務又は兼

務を命ぜられたものとする。 

消防総務課   総務担当 

〃       企画調整担当 

消防安全課   危険物保安担当 

警防室     安全管理担当 

〃       消防救助担当 

救急課     救急管理担当 

〃       救急指導担当 

消防総務課    消防管理担当 

〃        消防政策担当 

予防課      危険物担当 

消防救急課    警防担当 

〃        消防救助担当 

〃        救急担当 

〃        〃 



 津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２１号

   津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則 

 津市消防法等施行取扱規則（平成１８年津市規則第２２９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１９条を第２１条とし、第１８条を第２０条とし、第１７条の次に次の２

条を加える。 

 （公表の対象となる防火対象物及び違反の内容） 

第１８条 条例第４７条の５第１項の規定による公表の対象となる防火対象物

は、令別表第１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項、（９）

項イ、（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象

物で、法第１７条第１項の政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等

（屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に限る。以下

この条において同じ。）を設置しなければならないもののうち、法第４条第

１項に規定する立入検査において当該消防用設備等が設置されていないと認

められたものとする。 

２ 条例第４７条の５第１項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前

項の防火対象物に消防用設備等が設置されていないこととする。 

（公表の手続） 

第１９条 条例第４７条の５第１項の規定による公表は、前条第１項の立入検

査の結果を通知した日から１４日を経過した日において、なお当該立入検査

の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたこと

を確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載により行うものとする。 

２ 前項に規定する方法により公表する事項は、次のとおりとする。 

 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地 

 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の

部分を含む。） 

 その他消防長が必要と認める事項

 別表中「第１８条」を「第２０条」に改める。



  附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 



 津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第２２号 

   津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則の一部を改正する

規則 

 津市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則（平成１８年津市規則

第５７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第２６号を削り、第２７号を第２６号とし、第２８号を第２７号と

し、第２９号を第２８号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(29) メッセウイング・みえ（会議室及び特別会議室を除く。） 

第２条中第３０号を第３２号とし、第２９号の次に次の２号を加える。 

(30) サオリーナ（プール、トレーニングルーム及びフリーウエイトルームを

除く。） 

(31) 三重武道館 

第４条第９号中「、第２２号から第２５号まで及び第２６号から第２９号ま

で」を「及び第２２号から第２８号まで」に改め、同条第１３号中「第２条第

３０号」を「第２条第３２号」に改め、同号を同条第１５号とし、同条第１２

号の次に次の２号を加える。 

(13) 第２条第２９号に掲げる施設 

ア 展示場、大研修室及びギャラリー 使用予定日の属する月の１２月前

の月の５日から当該使用予定日の３月前の日まで 

イ 商談室及び中研修室 使用予定日の属する月の１２月前の月の５日か

ら当該使用予定日の１４日前まで 

(14) 第２条第３０号及び第３１号に掲げる施設 使用予定日の属する月の６ 

月前の月の５日から当該使用予定日の１４日前まで 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



に、

」

」

」

「

「

「

津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第２３号 

   津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成２

５年津市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の１項を加える。 

２ 次に掲げる施設の使用許可を受けようとする者は、津市公共施設予約シス

テムの利用登録等に関する規則（平成１８年津市規則第５７号）第４条の規

定による使用の予約をもって前項の規定による許可申請書の提出に代えるこ

とができる。

 メッセウイング・みえ（会議室及び特別会議室を除く。）

 サオリーナ（プール、トレーニングルーム及びフリーウエイトルームを

除く。）

 三重武道館

 別表サオリーナ及び三重武道館の項中   

４ 本市の区域内に所在する保育所、幼稚園、小 

学校又は中学校が行う事業（中学校クラブ活動 を

を除く。）                         

４ 本市の区域内に所在する保育所、幼稚園、小

学校、中学校又は義務教育学校が行う事業（中

学校又は義務教育学校のクラブ活動を除く。）          

５ 一般財団法人三重県武道振興会の主催又は共

催事業（三重武道館において行われるものに限

る。）                  

 ３ 指定管理者の主催事業           を

３ 指定管理者の主催事業 

４ 三重県内に主たる事務所を有し、かつ、三重

「



」

県内において活動を行う武道振興団体が主催す に改める。

る県規模以上の事業（三重武道館において行わ 

れるものに限る。）             

附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則（平成２７年津市規則第４２号）の一部を次のように改正す

る。

  第５条に１項を加える改正規定を次のように改める。 

  第５条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一般公開日における個人使用並びにトレー

ニングルーム及びフリーウエイトルームの使用については、別に定める方

法により使用の許可を申請することができる。この場合において、当該申

請は、前条に規定する使用時間の終了１時間前までにしなければならない。

  第６条の改正規定中「前条第１項」の次に「及び第２項」を加え、「前条

第２項」を「前条第３項」に改める。

  第７条にただし書を加える改正規定及び第８条にただし書を加える改正規

定中「第５条第２項」を「第５条第３項」に改める。



津市体育館 午前９時から午後９時３０分まで 

津市久居体育館 

津市河芸体育館 

津市芸濃総合文化セ

ンター内アリーナ 

津市美里体育館 

津市安濃中央総合公

園内体育館 

津市香良洲体育館 

津市一志体育館 

津市白山体育館 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

平成２９年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２４号 

   津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

 津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成２０年津市規則第

２３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を同

条第２項とする。 

第４条第２項中第１７号を削り、第１８号を第１７号とし、第１９号を第１

８号とする。 

第１９条中「第２条第３項」を「第２条第２項」に改める。 

 別表体育館の項中 

「 

                            を 

                           」 



津市久居体育館 午前９時から午後９時３０分まで 

津市河芸体育館 

津市芸濃総合文化セ

ンター内アリーナ 

津市美里体育館 

津市安濃中央総合公

園内体育館 

津市香良洲体育館 

津市一志体育館 

津市白山体育館 

「 

に改め、 

                           」 

 同表プールの項中 

「 

津市民プール １ 午前９時から午後９時（専用で

使用するとき並びに健康トレーニ

ング室及び体育室を使用するとき

は午後８時、屋外プールを個人で

使用するときは午後６時３０分）

まで 

２ 屋外プールに係る使用期間につ

いては、７月１日から８月３１日

までとする。 

津市久居中央スポー

ツ公園内プール 

１ 午前９時から午後５時まで 

２ 当該プールの使用期間は、６月

１日から９月３０日までの間にお

いて市長が定める期間とする。 

を 

」 



「 

                           」 

 同表ゲートボール場の項中 

「 

                           」 

「 

                            に、 

「                            

                            を 

                   」 

「 

津市久居中央スポー

ツ公園内プール 

１ 午前９時から午後５時まで 

２ 当該プールの使用期間は、６月

１日から９月３０日までの間にお

いて市長が定める期間とする。 

津市久居スポーツ公

園内ゲートボール場

午前９時から午後５時まで 

津市庄司庵公園内ゲ

ートボール場 

津市白山ゲートボー

ル場 

午前８時３０分から午後４時３０分

まで

津市白山川口ゲート

ボール場 

津市白山倭ゲートボ

ール場 

津市白山大三ゲート

ボール場 

に改め、 

津市庄司庵公園内ゲ

ートボール場 

午前９時から午後５時まで 

を 

津市白山ゲートボー

ル場 

午前８時３０分から午後４時３０分

まで 

津市白山川口ゲート

ボール場
に改める。 

」 



                           」 

   附 則 

 この規則中第４条の改正規定及び別表ゲートボール場の項の改正規定は平成

２９年４月１日から、その他の改正規定は同年１０月１日から施行する。 

津市白山大三ゲート

ボール場 



津市上下水道事業管理者に対する事務委任規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２５号 

   津市上下水道事業管理者に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

津市上下水道事業管理者に対する事務委任規則（平成１８年津市規則第２１

０号）の一部を次のように改正する。 

本則中「、簡易水道事業」を削る。 

 附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布す

る。 

平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２６号 

津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例（平

成２８年津市条例第４２号。以下「条例」という。）第２１条の規定に基づ

き、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（排水設備の構造等の基準） 

第２条 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとするときは、条例第６条に

定めるほか、別表に定める構造基準によらなければならない。ただし、この

基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならな

い。 

（排水設備の計画の確認の申請） 

第３条 条例第７条第１項の規定による排水設備の計画の確認を受けようとす

る者は、排水設備計画確認申請書（第１号様式）を市長に提出しなければな

らない。この場合において、必要があると認めるときは、市長は、関係資料

を添付させることができる。 

２ 前項の申請者が条例第８条に規定する排水設備工事の変更又は取消しをし

ようとするときは、直ちに具体的な手続を市長に届け出なければならない。 

（排水設備の工事完了届等） 

第４条 条例第１０条第１項の規定による届出は、排水設備工事完了届（第２

号様式）により行うものとする。 

２ 条例第１０条第２項の規定により交付する検査済証は、検査済証（第２号

様式）とする。 

３ 前項の検査済証を交付する際、くみ取便所（浄化槽法（昭和５８年法律第

４３号）第２条第１号に規定する浄化槽並びに同法第３条の２第２項及び浄

化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）附則第２条の規

定により浄化槽とみなされるものを含む。）を水洗便所に改造した者又は水



洗便所を新設した者に対し、証票（第３号様式）を交付する。 

４ 前項の規定により交付を受けた証票は、門戸その他適当な場所に掲示しな

ければならない。 

（使用開始等の届出） 

第５条 条例第１１条第１項の規定による使用開始等の届出は、共同汚水処理

施設使用開始（休止・廃止）届（第４号様式）により行うものとする。 

（代理人の選定等の届出） 

第６条 条例第１２条第１項の規定による代理人の選定等の届出は、共同汚水

処理施設使用代理人選定（変更）届（第５号様式）により行うものとする。 

（代表者の選定等の届出） 

第７条 条例第１３条第１項の規定による代表者の選定等の届出は、共同汚水

処理施設使用代表者選定（変更）届（第６号様式）により行うものとする。 

 （新規加入の届出） 

第８条 条例第１４条第１項の規定による新規加入の届出は、新規加入者届出

書（第７号様式）により行うものとする。 

（共同汚水処理施設一時使用申請） 

第９条 条例第１５条第３項の規定による共同汚水処理施設の一時使用をしよ

うとする者は、共同汚水処理施設一時使用申請書（第８号様式）を市長に提

出しなければならない。 

（使用料の算定月等） 

第１０条 津市公共下水道条例施行規程（平成２７年津市上下水道事業管理規

程第１号。以下「施行規程」という。）第１９条の規定は、使用料の算定月

等について準用する。この場合において、同条第２号中「管理者」とあるの

は、「市長」と読み替えるものとする。 

（排除汚水量の認定） 

第１１条 施行規程第２０条の規定は、水道水以外の水を使用した場合の排除

汚水量の認定について準用する。 

（排除汚水量の申告） 

第１２条 条例第１６条において準用する津市公共下水道条例（平成１８年津

市条例第２０１号）第３２条第３号の規定による排除汚水量の申告をしよう

とする者は、排除汚水量申告書（第９号様式）により行うものとする。 

（使用料の納期限） 

第１３条 使用料の納期限は、納入通知書を発した日から起算して１箇月以内



とする。 

（使用料の減免申請） 

第１４条 条例第１７条の規定により使用料を減額し、又は免除することがで

きる者は、次のとおりとする。 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項第１号に掲げ

る生活扶助を受けている者（くみ取便所を水洗便所に改造するまでの期間

に限る。） 

 前号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認める者 

２ 前項の規定による減免を受けようとする者は、共同汚水処理施設使用料減

免申請書（第１０号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、市長

が天災その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 第１項の規定による減免を受けている者は、その理由が消滅したときは、

直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

（過誤納金の取扱い） 

第１５条 市長は、過誤納に係る使用料（以下「過誤納金」という。）がある

ときは、使用者に還付するものとする。 

２ 前項の場合において、還付を受けるべき使用者に未納の使用料があるとき

は、過誤納金を当該未納の使用料に充当することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、共

同汚水処理施設使用料過誤納金還付（充当）通知書（第１１号様式）により

使用者に通知するものとする。 

（設置者の異動） 

第１６条 排水設備の設置者に異動があったときは、直ちに排水設備設置者異

動届（第１２号様式）により、市長に届け出なければならない。 

（委任） 

第１７条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 

種別 排水設備の構造基準 

管渠
  き ょ

 排水管に塩化ビニール管を使用する場合は、接着剤を

十分塗り、水漏れのないように施工する。 

 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合

は、凹凸のないよう布設し、管の継目は、水漏れのない

よう施工する。 

 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内

壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲を水漏れのない

ようにモルタルで埋め、内外面を滑らかに仕上げる。 

 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では２０センチ

メートル以上、建築物の敷地外では６０センチメートル

以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で必要

な防護を施した場合は、この限りでない。 

ます  設置箇所 ますの設置箇所は、管渠
  き ょ

の起点、終点、合

流点、屈曲点、内径又は種類を異にする接続箇所及び勾

配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、維持管

理の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることがで

きる。 

 間隔 ますは、管渠
  き ょ

の直線部においては、管径の１２

０倍以下の間隔に設けること。 

 大きさ ますの大きさは、内径又は内のりが１５セン

チメートル以上の円径又は角形とし、管渠
  き ょ

の内径及び埋

設の深さに従って維持管理に支障のない大きさとするこ

と。 

 蓋、その他 

ア ますには、密閉蓋を設けること。ただし、雨水管渠
  き ょ

用のますは、格子蓋を設けることができる。 

イ ますの底部は、雨水管渠
  き ょ

に属するものは、深さ１５

センチメートル以上の泥ため、その他のものは、これ

に集合又は接続する管渠
  き ょ

の内径及び内のりに応じたイ

ンバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。



防臭装置 水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、

トラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作

用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められると

きは、通気管を設けること。 

ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固型物を排

水するおそれのあるはけ口には、１０ミリメートル目以下

の堅固なスクリーンを取り付けること。 

油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、飲食店その他油脂類を多量

に排出する場所のはけ口には、油脂遮断装置を設けること。

沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排水する場所には、適当な砂た

まりを設けること。 

構造及び材料 管渠
  き ょ

及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コ

ンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモル

タル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを

用い、不浸透耐久構造とすること。 

水洗便所 水洗便所は、便器内のし尿を共同汚水処理施設に支障なく

排除するに足る圧力水を注流することができる構造とする

こと。 



 第１号様式（第３条関係） 

排水設備計画確認申請書 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

住 所              

申請者 氏 名            

                  法人その他の団体にあっては、

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話             

  次のとおり申請します。 

申 請 区 分 新設・増設・改築 

設 置 場 所
ォ 自家 

ォ 借家 

公 共 ま

す の 有

無 

ォ 有 

ォ 無 

使 用 者

施 設 使 用 料

支 払 者

使 用 者 住所          氏名          

排水人口 家族 名・勤務者 名 世帯数 総人口 

使 用 水 水道水・井戸水・その他（ ） 水道水栓番号   

施 工 者

（指定工事店） 指定工事店名        代表者氏名          

工 事 期 間 着工予定     年 月 日 完了予定     年 月 日

添 付 書 類 排水設備調書図面・工事見積書又は契約書の写し 

確認申請番号 第     号 受 付 日     年  月  日 

（注）１ この申請書は、必ず工事着工の７日前までに提出してください。 

２ 排水設備の設置に際しては、設置する土地の所有者など利害関係者の承諾を得

てから提出してください。 

※ 次の欄は記入しないでください。 

上記の申請について、次のとおり決定してよろしいか。 起 案  年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

確 認 年 月 日

融資あっせん 有  無

決 定 区 分     支 障 な し ・ 支 障 あ り 



第２号様式（甲）（第４条関係） 

排水設備工事完了届 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

住 所              

届出者 氏 名            

                        法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 電 話              

次のとおり排水設備の工事が完了しましたので届け出ます。 

  なお、この工事についての完了検査をお願いします。 

設 置 区 分 新設・増設・改築 

設 置 場 所

確認年月日及び

排水設備確認番号
年  月  日 

水道水栓

番 号

完 了 年 月 日 年  月  日 

検査希望年月日 年  月  日 

添 付 書 類

（注） この完了届は、工事を完了した日から７日以内に提出してください。 

※ 次の欄は記入しないでください。 

上記の届出による検査結果は、次のとおりです。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議
決 裁 年 月 日

証票交付 年 月 日

検 査 結 果 合 格 ・ 不合格 

検 査 事 項

検 査 員 等 検査年月日   年  月  日 検査員（氏 名）   



第２号様式（乙）（第４条関係） 

排水設備工事完了届 

年  月  日  

（宛先）津市長 

住 所              

届出者 氏 名            

                        法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話             

次のとおり排水設備の工事が完了しましたので届け出ます。 

  なお、この工事についての完了検査をお願いします。 

設 置 区 分 新設・増設・改築 

設 置 場 所

確認年月日及び

排水設備確認番号
年  月  日 水道水栓番号

完 了 年 月 日 年  月  日 

検査希望年月日 年  月  日 

添 付 書 類

※ 次の欄は記入しないでください。 

検 査 済 証 

 上記の工事に係る完了検査の結果 
合 格 

不合格 
と認める。 

      年  月  日 

検査員 （氏 名）  

検査事項 



第３号様式（第４条関係）

 証    票

                                   ４ｃｍ

                  ７ｃｍ

津   市

水   洗

共同汚水処理施設



第４号様式（第５条関係） 

共同汚水処理施設使用開始（休止・廃止）届 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

住 所              

届出者 氏 名            

 （使用者） 法人その他の団体にあっては、  

主たる事務所又は事業所の所   

在地、名称及び代表者の氏名   

電 話              

 次のとおり共同汚水処理施設の使用の 

開始 

休止 

廃止 

をしたいので届け出ます。 

設 置 場 所

開始（休止・廃

止 ） 年 月 日
年  月  日 

使 用 水 の 種 類 １水道水 ２井戸水 ３水道水・井戸水併用 

使 用 目 的
１家事用 ２官公署用 ３学校用 ４工場用 ５病院用 

６公衆浴場用 ７その他（  ） 

使 用 人 員   名（内 同居人  人・通勤者  人） 

浴 槽 ・ 便 所 浴槽 有・無 便所 大便器 個・小便器 個・兼用便器 個 

添 付 書 類

※ 次の欄は記入しないでください。 

 上記の届出を確認しました。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

入 力 年 月 日

メーター番号   口 径   開始の指針

備考 



第５号様式（第６条関係） 

共同汚水処理施設使用代理人選定（変更）届 

年  月  日  

（宛先）津市長 

住 所              

届出者 氏 名            

法人その他の団体にあっては、  

主たる事務所又は事業所の所   

在地、名称及び代表者の氏名   

電 話             

 次のとおり代理人を 
選定 

変更 
したので届け出ます。 

設 置 場 所

新 代 理 人

住 所

氏 名   電話      

旧 代 理 人

住 所

氏 名   電話      

理由 

※ 次の欄は記入しないでください。 

 上記の届出を確認しました。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

入 力 年 月 日

備考 



第６号様式（第７条関係） 

共同汚水処理施設使用代表者選定（変更）届 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

住 所              

             届出者 氏 名            

法人その他の団体にあっては、  

主たる事務所又は事業所の所   

在地、名称及び代表者の氏名   

電 話              

 次のとおり代表者を 
選定 

変更 
しましたので届け出ます。 

設 置 場 所

新 代 表 者

住 所

氏 名   電話      

旧 代 表 者

住 所

氏 名   電話      

理由 

※ 次の欄は記入しないでください。 

 上記の届出を確認しました。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

入 力 年 月 日

備考 



第７号様式（第８条関係）      （表） 

整理番号        

新規加入者届出書 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

（〒    ）     

住  所 

届出者 ふりがな           

（代表者）氏 名         

所有者又は使用者が法人その他

の団体にあっては、主たる事務

所又は事業所の所在地、名称及

び代表者の氏名 

電 話 

  津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第１４条第１項の規定により、次

のとおり届け出ます。 

所有者 
所 在 地 地 積 備 考 

住 所 氏 名 

      ㎡

  工事着手予定年月日      年  月  日 

  工事完成予定年月日      年  月  日 

  使用開始予定年月日      年  月  日 

 （負担区の名称                 ） 



（裏） 

注 意 事 項 

１ 所有者以外の者が使用者である場合は、当該所有者と連署して届け出ください。 

２ 同一の土地に２人以上の使用者があるときは、代表者が届け出ください。 

３ 「地積」の欄には、土地台帳による地積及び仮換地地積を記入してください。 



第８号様式（甲）（第９条関係） 

共同汚水処理施設一時使用申請書 

年  月  日  

（宛先）津市長 

住 所              

申請者 氏 名            

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話              

  次のとおり申請します。 

設 置 場 所

使 用 理 由

使 用 状 況

ポンプ型式 吐 口 口 径
１時間平均

排 水 量

１ 日 平 均

運 転 時 間

１ 日 平 均

排 水 量

mm m3  時間 分 m3

mm m3  時間 分 m3

期間及び排除量 期間  年 月 日から 年 月 日まで 排除量 m3

添 付 書 類

※ 次の欄は記入しないでください。 

上記の申請について、次のとおり決定してよろしいか。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

精 算 年 月 日

決定区分 許可する ・ 許可しない 概算金額 円

決定理由 精算金額 円

充当

還付
金 額 円



第８号様式（乙）（第９条関係） 

共同汚水処理施設一時使用申請書 

年  月  日  

（宛先）津市長 

住 所              

申請者 氏 名            

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話              

  次のとおり申請します。 

設 置 場 所

使 用 理 由

使 用 状 況

ポンプ型式 吐 口 口 径
１時間平均

排 水 量

１ 日 平 均

運 転 時 間

１ 日 平 均

排 水 量

mm m3  時間 分 m3

mm m3  時間 分 m3

期間及び排除量 期間  年 月 日から 年 月 日まで 排除量 m3

添 付 書 類

※ 次の欄は記入しないでください。  

共同汚水処理施設一時使用許可（不許可）決定通知書 

年  月  日付けで申請のあった共同汚水処理施設の一時使用については、

次のとおり決定します。 

      年  月  日 

津市長 （氏 名） 印    

決定区分 許可する ・ 許可しない 概算金額 円

決定理由 精算金額 円

充当

還付
金額 円

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

   ３箇月以内に、津市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告

   として処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第９号様式（甲）（第１２条関係） 

排除汚水量申告書 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

住 所              

申告者  氏 名            

（使用者）   法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

  次のとおり申告します。 

営業（排除）場所

汚 水 の 区 分
水道・井戸（手動・動力） 

排水設備確認番号   第  号 

使 用 目 的 営業用・家事用・その他 

使 用 人 員   名（内同居人  人・通勤者  人） 

営 業 内 容

排 出 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 予 定 水 量 m3

排 除 予 定 水 量 m3

※ 動力でくみ上げている場合のみ記入してください。 

モ ー タ ー ポ ン プ 

製作所名 製作所名 

出 力 馬力 形 式 

電 圧 Ｖ 口 径 mm 

電 流 Ａ 揚水量 m3

※ 次の欄は記入しないでください。  

上記の申告について、次のとおり決定してよろしいか。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

通 知 年 月 日

調 査 年 月 日
決 定 区 分 認定する・認定しない 

認 定 年 月 日
決定理由 

認 定
汚水量

m3



第９号様式（乙）（第１２条関係） 

排除汚水量申告書 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

住 所              

申告者  氏 名            

（使用者）   法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

  次のとおり申告します。 

営業（排除）場所

汚 水 の 区 分
水道・井戸（手動・動力） 

排水設備確認番号   第  号 

使 用 目 的 営業用・家事用・その他 

使 用 人 員   名（内同居人  人・通勤者  人） 

営 業 内 容

排 出 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 予 定 水 量 m3

排 除 予 定 水 量 m3

※ 動力でくみ上げている場合のみ記入してください。 

モ ー タ ー ポ ン プ 

製作所名 製作所名 

出 力 馬力 形 式 

電 圧 Ｖ 口 径 mm 

電 流 Ａ 揚水量 m3

※ 次の欄は記入しないでください。 

   排除汚水量認定決定通知書 

     年  月  日付けで申告のあった排除汚水量については、次のとおり決定

します。 

      年  月  日 

津市長 （氏 名） 印   

決定区分 認 定・不認定 決定理由 

認定汚水量 

       月            m3

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して
３箇月以内に、津市長に対して審査請求をすることができます。 
また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告

として処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第１０号様式（甲）（第１４条関係） 

共同汚水処理施設使用料減免申請書 

年  月  日  

（宛先）津市長 

住 所              

申請者 氏 名            

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

  次のとおり申請します。 

申 請 区 分 減額 ・ 免除 

使 用 料 総 額

申 請 理 由

添 付 書 類

※ 次の欄は記入しないでください。 

 次のとおり決定してよろしいか。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

通 知 年 月 日

決 定 区 分 １減額する ２免除する ３却下する 

決定（却下）理由 

決

定

内

容

区 分 使用料総額   

当初決定額 円

減免する額 円

納 付 額 円



第１０号様式（乙）（第１４条関係） 

共同汚水処理施設使用料減免申請書 

年  月  日  

（宛先）津市長 

住 所              

申請者 氏 名            

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

  次のとおり申請します。 

申 請 区 分 減額 ・ 免除 

使 用 料 総 額

申 請 理 由

添 付 書 類

※ 次の欄は記入しないでください。 

   共同汚水処理施設使用料減免決定（却下）通知書 

年  月  日付けで申請のあった共同汚水処理施設使用料の減免について 

は、次のとおり決定します。 

      年  月  日 

津市長 （氏 名） 印   

決 定 区 分 ォ減額する ォ免除する ォ却下する 

減

免

内

容

区 分 使用料総額 決定（却下）理由 

当初決定額 円

減免する額 円

納 付 額 円

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 

  ３箇月以内に、津市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告 

として処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第１１号様式（第１５条関係） 

共同汚水処理施設使用料過誤納金還付（充当）通知書 

津市指令（記号番号）  

  年  月  日  

  （氏   名） 様 

津市長 （氏   名） 印    

  あなたが納められた施設使用料は、次のとおり過誤納がありますので、 
還付 

充当 
します。 

 水栓番号          

過誤納金内訳 

 過誤納理由  

使用年月 納付済額 納付すべき額 差引過誤納付額 

年  月分    

年   月分    

年   月分    

年   月分    

年   月分    

合  計     

充当先内訳 

使用年月 

未納額 

 充当額  差引未納額 施 設

使 用 料
   計  

年   月分       

年   月分       

年   月分       

年   月分       

年   月分       

合  計        

差引還付金額     円  

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３箇月以内 

に、津市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市 

を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができな 

いこととされていますが、行政事件訴訟法第８条第２項各号のいずれかに該当するときは、裁 

決を経ないで、訴えを提起することができます。 



第１２号様式（第１６条関係） 

排水設備設置者異動届 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

住 所               

届出者  氏 名             

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

  次のとおり届け出ます。 

設 置 場 所

排 水 設 備 の 種 類

確 認 番 号 及 び

確 認 年 月 日
年  月  日 

設 置 者

（所有者）

新
住 所

氏 名

旧
住 所

氏 名

変 更 の 理 由

※ 次の欄は記入しないでください。 

上記の届出を確認しました。 起 案 年 月 日

（決裁欄） 合 議 決 裁 年 月 日

入 力 年 月 日

備考 



 津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここ

に公布する。

  平成２９年３月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第２７号

   津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則 

（津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正）

第１条 津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（平成１８年津市規則第

３２号）の一部を次のように改正する。

別表条例第６条に規定する手当の項中「競艇事業」を「競走事業」に改め、

同表条例第１２条に規定する手当の項中「競艇事業部」を「ボートレース事

業部」に改める。

（津市会計規則の一部改正）

第２条 津市会計規則（平成１８年津市規則第４２号）の一部を次のように改

正する。

別表第１中

                                  を

改める。

（津市モーターボート競走場ツッキードームの使用に関する条例施行規則の

一部改正）

第３条 津市モーターボート競走場ツッキードームの使用に関する条例施行規

則（平成１８年津市規則第１５５号）の一部を次のように改正する。

  第２号様式（裏）中「競艇事業部」を「ボートレース事業部」に改める。

（津市農業共済事業財務規則の一部改正）

商工観光部 商業振興労政課 課長

工業振興課

観光振興課

商工観光部 商業振興労政課 課長

経営支援課

企業誘致課

観光振興課

「

」

」

「

に



第４条 津市農業共済事業財務規則（平成１８年津市規則第１７３号）の一部

を次のように改正する。

  本則中「農業共済室長」を「農林水産政策課長」に改める。

  第３２条中「農業共済室」を「農林水産政策課」に改める。

（津市都市公園条例施行規則の一部改正）

第５条 津市都市公園条例施行規則（平成１８年津市規則第１８５号）の一部

を次のように改正する。

  第８条中「建設部建設整備課」を「建設部建設政策課」に改める。

（津市災害対策本部に関する条例施行規則の一部改正）

第６条 津市災害対策本部に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第２３

１号）の一部を次のように改正する。

  別表部の分掌事務の表競艇事業部の項を削り、同表建設・都市計画部の項

の次に次のように加える。

附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

ボートレース

事業部

ボートレース

事業部

ボートレ

ース事業

班

モーターボート競走場来場

者の避難対策に関すること。



 津市モーターボート競走事業の財務に関する特例を定める規則をここに公布

する。 

平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第２８号 

津市モーターボート競走事業の財務に関する特例を定める規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 帳簿組織及び勘定科目 

第１節 伝票及び総括簿（第６条―第９条） 

第２節 帳簿（第１０条・第１１条） 

第３節 勘定科目（第１２条） 

第３章 収入及び支出 

第１節 収入（第１３条―第２２条） 

第２節 支出（第２３条―第４３条） 

第３節 預り金及び預り有価証券（第４４条・第４５条） 

第４章 物品（第４６条―第４９条） 

第５章 固定資産 

第１節 通則（第５０条） 

第２節 取得（第５１条―第５９条） 

第３節 管理及び処分（第６０条―第６４条） 

第４節 減価償却（第６５条・第６６条） 

第６章 リース会計に係る特例（第６７条） 

第７章 引当金（第６８条・第６９条） 

第８章 予算（第７０条―第７３条） 

第９章 決算（第７４条―第７７条） 

第１０章 契約（第７８条―第８０条） 

第１１章 雑則（第８１条―第８３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 



第１条 この規則は、津市モーターボート競走事業の設置等に関する条例（平

成２８年津市条例第４１号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、

本市が行うモーターボート競走事業（以下「競走事業」という。）の財務に

ついて、津市会計規則（平成１８年津市規則第４２号）、津市物品会計規則

（平成１８年津市規則第４３号）その他の規程の特例を定めるものとする。 

（企業出納員等） 

第２条 競走事業の出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員

及び現金取扱員を置く。 

２ 企業出納員は、経営管理課長とする。 

３ 企業出納員は、競走事業の出納その他の会計事務のうち、条例第７条各号

に掲げる事務以外の事務をつかさどるものとする。 

４ 現金取扱員１人が１日に取り扱うことができる現金の限度額は、１日分の

取扱高とする。ただし、企業出納員が特に必要と認める場合は、この限りで

ない。 

（善管注意義務） 

第３条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金そ

の他の資産を取り扱わなければならない。 

 （金融機関の出納事務の取扱い） 

第４条 競走事業の業務に係る公金の出納事務のうち、収納及び支払の事務の

一部を津市指定金融機関として指定されている金融機関に、収納の事務の一

部を津市収納代理金融機関として指定されている金融機関に取り扱わせるも

のとする。 

 （出納取扱金融機関等） 

第５条 前条の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関を津市モーター

ボート競走事業出納取扱金融機関（以下「出納取扱金融機関」という。）と、

同条の収納の事務の一部を取り扱う金融機関を津市モーターボート競走事業

収納取扱金融機関（以下「収納取扱金融機関」という。）とする。 

第２章 帳簿組織及び勘定科目 

第１節 伝票及び総括簿 

（会計伝票の発行等） 

第６条 競走事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となる

べき書類に基づいて会計伝票（以下「伝票」という。）を発行するものとす

る。 



２ 前項の規定により原始記録された伝票を分類し、及び整理することにより、

競走事業に関する取引の総括簿とする。 

 （伝票の種類） 

第７条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。 

２ 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。 

３ 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。 

４ 振替伝票は、前２項に規定する取引以外の取引について発行する。 

 （伝票の起票の作成等） 

第８条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成し、発行するものとする。 

２ 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票する

ものとする。 

３ 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、

それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。 

 （伝票の保存等） 

第９条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によっ

て整理し、保存しなければならない。 

    第２節 帳簿 

（帳簿の種類及び保管） 

第１０条 競走事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に 

掲げる帳簿を備えるものとする。 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 現預金出納簿 

 固定資産台帳 

 企業債台帳 

２ 前項各号に規定する帳簿は、経営管理課長がこれを整理し、及び保管しな

ければならない。 

３ 経営管理課長は、第１項各号に掲げるもののほか、必要に応じ同項各号に

規定するもの以外の帳簿を備えることができる。 

 （帳簿の記載） 

第１１条 前条に規定する帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確

かつ明瞭にこれを記載しなければならない。 

    第３節 勘定科目 



（勘定科目） 

第１２条 競走事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に

区分してこれを行うものとする。 

２ 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによるものとする。 

   第３章 収入及び支出 

    第１節 収入 

（収入の調定） 

第１３条 経営管理課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票（調

定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票）を発行し、収入の根

拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書

類を添えて市長の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。 

 （納入通知書の送付） 

第１４条 経営管理課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定

を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければ

ならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、納入期日の定めのある収入に係る納入通知書に

ついては、当該納入期日の１５日前までに送付しなければならない。 

 （納入通知書の再発行） 

第１５条 経営管理課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入

義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機

関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知

書を再発行し、その余白に「    年  月  日再発行」と記載して当

該納入義務者に送付しなければならない。 

（領収書の交付） 

第１６条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及

び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第３

３条の２の規定に基づき競走事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を

受託している者（以下単に「公金徴収事務等受託者」という。）は、収入の

納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書（金銭登録機により領収

する場合に交付するものを含む。）を交付しなければならない。 

（収納金及び収納金に関する書類の取扱い） 

第１７条 企業出納員及び現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金 



（以下「収納金」という。）及び当該収納金に関する書類をその日のうちに

出納取扱金融機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情

がある場合には、その日の翌日に引き継ぐことができる。 

２ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収納金を出納取扱金融機関の

競走事業に係る預金口座に収納日の５営業日までに振り替えなければならな

い。 

３ 出納取扱金融機関は、収納金に関する書類の送付を受けたときは、出納取

扱金融機関における収納金の総括事務を行う店（以下「総括店」という。）

においてその日の分を取りまとめ、収納金送付書を付し、総括店をして収納

日の６営業日の午前中までに会計管理者に送付しなければならない。 

４ 収納取扱金融機関は、収納金に関する書類を受けたときは、その日の分を

取りまとめ、収納金送付書を付し、収納日の５営業日の午前中までに総括店

に送付しなければならない。 

５ 総括店は、前項の規定により収納金に関する書類の送付を受けたときは、

収納日の翌営業日の午前中までに会計管理者に送付しなければならない。 

６ 前３項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、

収納した収納金に関する書類が送付可能になり次第、速やかに送付しなけれ

ばならない。 

７ 第１項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場

合について準用する。 

（収入伝票の発行） 

第１８条 経営管理課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発

行し、収入の収納を証する書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。 

 （誤納金等の還付） 

第１９条 経営管理課長は、収納金のうち誤納又は過納となったものがある場

合は、誤納金又は過納金について振替伝票を発行し、誤納又は過納の事由、

所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした

書類を添えて市長の決裁を受けるとともに、その旨を納入者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 第２４条及び第４０条の規定は、前項の誤納金又は過納金の還付について

準用する。 

（小切手の支払地の区域） 

第２０条 競走事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小



切手の支払地の区域は、津手形交換参加区域とする。ただし、出納取扱金融

機関及び収納取扱金融機関が受け入れる場合にあっては、当該金融機関の加

入する手形交換所の手形交換参加区域とする。 

 （証券の支払拒絶等） 

第２１条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及

び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払

が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。 

２ 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効

期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったとき

は、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、

当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、

その収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知

書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、

直ちにその取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。 

３ 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受

けたときは、直ちにその旨を経営管理課長に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された

証券について準用する。この場合において、同項中「出納取扱金融機関」と

あるのは、「経営管理課長」と読み替えるものとする。 

５ 前項の場合において、収納取扱金融機関は、経営管理課長から払込みを受

けた証券については、当該証券を経営管理課長に返付し、当該証券の受領証

を徴さなければならない。 

６ 経営管理課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の

通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該

証券の支払の拒絶を証する書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

この場合において、経営管理課長が収納した証券（現金取扱員及び公金徴収

事務等受託者が収納したものを含む。）があるときは、直ちに当該証券を納

付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納

付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知

しなければならない。 

７ 経営管理課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第２項前段

（第４項において準用する場合を含む。）又は前項後段の規定による通知を

した納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場



合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければ

ならない。 

（不納欠損） 

第２２条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効

等により債権が消滅した場合においては、経営管理課長は、振替伝票を発行

し、当該伝票によって当該債券に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科

目、調定後の経緯等を記載した文書を添えて市長に報告しなければならない。 

    第２節 支出 

（支払の手続） 

第２３条 経営管理課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について

は、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。 

２ 経営管理課長は、支出しようとする場合は、その支出に関する書類に基づ

いて振替伝票（現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票）を発行し、当

該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。 

（支払伝票の発行） 

第２４条 経営管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについて、債権

者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、当該債

権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添えて直ちに会計管理者に送付し

なければならない。 

２ 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証

拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出

させることが困難な場合は、これを省略することができる。 

３ ２人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期

日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発

行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らか

にした内訳書を添えなければならない。 

 （資金前渡、概算払及び前金払） 

第２５条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準

用する。 

２ 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額

が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべ

き書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、経営管理課長に提出し

なければならない。 



３ 経営管理課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝

票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けな

ければならない。 

 （繰替払） 

第２６条 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「令」と

いう。）第２１条の８第３号の規定により、勝舟投票券の払戻金、返還金及

び事故補填金並びに場外発売に係る委託料の支払については、当該勝舟投票

券の発売代金を繰り替えて使用することができる。 

 （隔地払） 

第２７条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をする必要がある場合は、出納

取扱金融機関をして送金させることができる。この場合において、債権者の

指定する金融機関を支払場所としなければならない。 

２ 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させる場合は、「隔地払」

の表示をした小切手及び送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出

納取扱金融機関に交付しなければならない。 

３ 第１項の規定により送金させる場合は、債権者に対して送金通知書を送付

しなければならない。 

（口座振替の申出） 

第２８条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、

債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書に

よって経営管理課長に申し出なければならない。 

（口座振替のできる金融機関） 

第２９条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融

機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出するこ

とができる。 

 （口座振替による支払手続） 

第３０条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出

納取扱金融機関を受取人とした小切手及び口座振替依頼書を作成し、出納取

扱金融機関に交付し、支払の手続をしなければならない。 

（小切手の振出し） 

第３１条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小

切手を振り出さなければならない。 

 （使用小切手） 



第３２条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただ

し、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける

者である場合は、この限りでない。 

 （振出年月日の記載等） 

第３３条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取

人に交付するときにこれをしなければならない。 

 （記載事項の訂正） 

第３４条 小切手の券面金額については、訂正してはならない。 

２ 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を必要とす

る部分に２線を引き、その上側に正書し、かつ、その訂正箇所の余白に訂正

した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押

さなければならない。 

 （書き損じ小切手等の取扱い） 

第３５条 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱

で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなけれ

ばならない。 

 （小切手振出済通知書） 

第３６条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、１日分をまとめて小切

手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。 

 （小切手の支払済報告） 

第３７条 出納取扱金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の支払を行っ

たものについて１日分を取りまとめ、支払済通知書により翌日までに会計管

理者に報告しなければならない。 

 （小切手振出整理簿） 

第３８条 会計管理者は、小切手振出整理簿を備え、これに小切手の振出し及

び廃棄の状況等を記載し、整理しなければならない。 

 （公金の振替） 

第３９条 会計管理者は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場

合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。 

２ 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、

振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。 

 （領収書の徴取） 

第４０条 会計管理者は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、



債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。 

２ 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のも

のでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由によ

り印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでな

い。 

 （支払小切手の時効） 

第４１条 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちにそ

の旨を経営管理課長に通知しなければならない。この場合において、経営管

理課長は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。 

 （誤払金等の回収） 

第４２条 経営管理課長は、競走事業の支出の支払のうち、誤払い又は過渡し

となったものがある場合は、誤払い又は過渡しを証する書類に基づいて振替

伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。 

２ 第１４条から第１６条まで及び第１８条の規定は、前項の誤払金及び過渡

金の回収について準用する。 

（債務免除等） 

第４３条 経営管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、

当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市

長の決裁を受けなければならない。 

    第３節 預り金及び預り有価証券 

（預り金及び預り有価証券の保管） 

第４４条 会計管理者は、保証金その他競走事業の所有に属さない現金又は有

価証券を受け入れた場合は、預り金、預り有価証券その他の区分に整理し、

及び保管しなければならない。 

 （準用規定） 

第４５条 第１３条から第４３条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出

納について準用する。 

   第４章 物品 

（直購入） 

第４６条 経営管理課長は、次の各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用

する予定のもの又は第５９条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建

設改良工事に直ちに使用する予定のものを市長の決裁を受け、直接その科目

の支出として購入することができる。 



 消耗品 

 消耗工具、器具及び備品 

２ 前項に定めるもののほか、競走事業に係る物品の取扱いについては、津市

物品会計規則の規定を準用する。 

（物品の管理） 

第４７条 経営管理課長は、前条各号に掲げる物品のうち同条の規定により直

接その科目の支出として購入されたもの（以下この章及び次章において「物

品」という。）を適正に管理しなければならない。 

２ 経営管理課長は、物品整理簿を備え、物品の数量、使用の状況等を記録し、

整理しなければならない。 

 （事故報告） 

第４８条 経営管理課長は、天災その他の事由により物品が消滅し、亡失し、

又は損傷した場合は、速やかにその原因及び現状を調査してその旨を市長に

報告しなければならない。 

 （不用物品の処分） 

第４９条 経営管理課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなっ

た物を不用品として整理し、市長の決裁を受けて、これを売却しなければな

らない。ただし、買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に

達しない場合その他売却することが不適当と認められる場合については、市

長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。 

２ 経営管理課長は、前項ただし書の規定により不用品を廃棄したときは、振

替伝票を発行しなければならない。 

   第５章 固定資産 

    第１節 通則 

（固定資産の範囲） 

第５０条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。 

 有形固定資産 

ア 土地 

イ 建物及び附属設備 

ウ 構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をいう。） 

エ 機械及び装置並びにその他の附属設備 

オ 自動車その他の陸上運搬具 

カ 船舶 



キ 工具、器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取得価格が１０万円以

上のものに限る。） 

ク リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

ある資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである

場合に限る。） 

ケ 建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、競走事業の用に供

するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のた

めに充当した材料をいう。） 

コ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

 無形固定資産 

ア 借地権 

イ 地上権 

ウ 特許権 

エ 施設利用権 

オ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

ある資産であって、当該リース物件がアからエまでに掲げるものである

場合に限る。） 

カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

 投資その他の資産 

ア 投資有価証券（１年内（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年

以内の日をいう。）に満期の到来する有価証券を除く。） 

イ 出資金 

ウ 長期貸付金 

エ 基金 

オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべき

もの 

カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しな

い資産 

第２節 取得 

（取得価額） 

第５１条 固定資産の取得価額については、次に掲げるところによるものとす

る。 

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額 



 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事

又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額 

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前２号に規定する固定資

産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額 

（購入） 

第５２条 経営管理課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる 

事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。 

 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量 

 購入しようとする理由 

 予定価格及び単価 

 予算科目及び予算額 

 契約の方法 

 その他必要と認められる事項 

２ 前項に規定する文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を

明らかにするための書類を添えなければならない。 

 （交換） 

第５３条 経営管理課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる

事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。 

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金 

 交換しようとする理由 

 契約の方法 

 その他必要と認められる事項 

２ 前項に規定する文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を

明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければなら

ない。 

 （無償譲受け） 

第５４条 経営管理課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次

に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。 

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類 

 譲り受けようとする理由 

 見積価額（無形固定資産を除く。） 

 その他必要と認められる事項 

２ 前項に規定する文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容



を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければな

らない。 

 （工事の施行） 

第５５条 経営管理課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲

げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。 

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類 

 工事を必要とする理由 

 工事の始期及び終期 

 予定価格 

 その建設改良工事に係る予算科目及び予算額 

 工事の方法及び契約の方法 

 その他必要と認められる事項 

２ 前項に規定する文書には、設計書その他その建設改良工事の内容を明らか

にするための書類を添えなければならない。 

 （検収） 

第５６条 経営管理課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、

遅滞なくこれを検収しなければならない。 

 （取得の報告） 

第５７条 経営管理課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なくその旨を市

長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。 

２ 前項の場合において、経営管理課長は、法令の定めるところに従って、遅

滞なく登記又は登録の手続を採らなければならない。 

 （建設改良工事の精算） 

第５８条 経営管理課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費

の精算を行わなければならない。 

２ 前項の場合において、経営管理課長は、適正な基準に従って間接費を配賦

し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。 

 （建設仮勘定） 

第５９条 建設改良工事でその工期が１事業年度を超えるものについては、建

設仮勘定を設けて経理するものとする。 

２ 経営管理課長は、前項に規定する建設改良工事が完成した場合は、建設仮

勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産のその科目に振り替えなけ

ればならない。 



３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

    第３節 管理及び処分 

（管理） 

第６０条 経営管理課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態に

おいてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得失、現況等を明らかに

した固定資産台帳を整備し、少なくとも年１回固定資産の実体を照合し、そ

の一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。 

 （事故報告） 

第６１条 経営管理課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失

し、又は損傷した場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。 

 （売却等） 

第６２条 経営管理課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとす

る場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなけれ

ばならない。 

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量 

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地 

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由 

 予定価格及び単価 

 契約の方法 

 その他必要と認められる事項 

２ 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の

理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しな

い場合に限るものとする。 

 （固定資産の用途廃止） 

第６３条 経営管理課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著

しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することがで

きなくなった固定資産については、市長の決裁を受けて、再使用することが

できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準

用する。 

 （売却等に関する報告） 

第６４条 経営管理課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を



廃止した場合は、遅滞なくこれらの売却等に関する報告書を作成して市長に

報告しなければならない。 

    第４節 減価償却 

（減価償却の方法） 

第６５条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度からこれを行

うものとする。 

 （減価償却の特例） 

第６６条 経営管理課長は、有形固定資産について、当該有形固定資産の帳簿

価額が帳簿原価の１００分の５に相当する金額に達した後において、地方公

営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号。以下「規則」という。）

第１５条第３項の規定により帳簿価額が１円に達するまで減価償却を行おう

とする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けな

ければならない。 

   第６章 リース会計に係る特例 

第６７条 前章の規定にかかわらず、第５０条第１号ク及び第２号オに掲げる

リース資産（ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照

らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係るもの

に限る。）については、規則第５５条第１号の規定により、賃貸借取引に係

る方法に準じて会計処理を行うものとする。 

   第７章 引当金 

 （引当金の計上） 

第６８条 将来の特定の費用又は損失（規則第２２条に規定するものに限る。） 

の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等（同条に規定

する予定貸借対照表等をいう。）に計上し、その事業年度の負担に帰すべき

引当額を費用に計上するものとする。 

 退職給付引当金 

 賞与等引当金 

 修繕引当金 

 特別修繕引当金 

 貸倒引当金 

 その他引当金 

 （引当金の計上方法） 

第６９条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。 



第８章 予算 

（予算の執行） 

第７０条 経営管理課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、競走事業の

合理的かつ能率的な運営に資するため、議会の議決を経た予算に基づいて、

その実行計画（以下「執行計画」という。）を作成し、市長の決裁を受けて、

予算執行の統制を図るものとする。 

２ 執行計画は、予算の範囲内で目節に区分して作成するものとする。 

３ 経営管理課長は、前項に規定する目節及び金額を変更して執行しようとす

る場合は、それぞれその変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を

受けなければならない。 

 （流用及び予備費使用の手続） 

第７１条 経営管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合 

は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によ 

って市長の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。 

 （予算超過の支出） 

第７２条 経営管理課長は、法第２４条第３項の規定により、業務量の増加に

より業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に

相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、

使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した

文書によって市長の決裁を受けなければならない。 

２ 経営管理課長は、現金の支出を伴わない経費について、予算に定める金額

を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければな

らない。 

 （予算の繰越し） 

第７３条 経営管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、

その年度内に支払義務が生じなかった経費について、翌年度に繰り越して使

用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して５月３１日までに

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約そ

の他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかった金額

について、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について

翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。 



   第９章 決算 

（決算の調製） 

第７４条 競走事業の決算の調製に関する事務は、経営管理課長がこれを行う

ものとする。 

 （決算整理） 

第７５条 経営管理課長は、毎事業年度末において振替伝票を発行して、次に

掲げる事項について決算整理を行わなければならない。 

 固定資産の減価償却 

 繰延収益の償却 

 資産の評価 

 引当金の計上 

 未払費用等の経過勘定に関する整理 

（帳票の締切り） 

第７６条 経営管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の

勘定の締切りを行うものとする。 

 （決算報告書等の提出） 

第７７条 経営管理課長は、毎事業年度５月３１日までに、次に掲げる書類を

作成して市長に提出しなければならない。 

 決算報告書 

 損益計算書 

 貸借対照表 

 剰余金計算書又は欠損金計算書 

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 

２ 経営管理課長は、前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出

する場合は、併せて証書類並びにその年度の事業報告書、キャッシュ・フロ 

ー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書及び継続費精算

報告書を提出しなければならない。 

３ 前項のキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。 

   第１０章 契約 

（入札保証金） 

第７８条 令第２１条の１５に規定する管理規程で定める入札保証金の率は、

一般競争入札及び指名競争入札による契約については、見積金額の１００分

の３以上とする。 



（契約保証金） 

第７９条 令第２１条の１５に規定する管理規程で定める契約保証金の率は、

一般競争入札及び指名競争入札による契約並びに随意契約については、契約

金額の１００分の５以上とする。 

（津市契約規則の準用） 

第８０条 前２条に定めるもののほか、競走事業に係る契約の締結及び履行に

ついては、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）の規定を準用する。 

   第１１章 雑則 

（計理状況の報告） 

第８１条 経営管理課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作

成し、翌月２０日までに市長に提出しなければならない。 

 （帳票等の様式） 

第８２条 この規則に規定する帳票等の様式は、別に定めるところによるもの

とする。 

 （委任） 

第８３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （津市会計規則の一部改正） 

２ 津市会計規則（平成１８年津市規則第４２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第４０条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号と

する。 

  別表第１中 

農林水産部 
農林水産政策課    

農業基盤整備課 

競艇事業部 
競艇管理課 

競艇事業課 

農林水産部 
農林水産政策課    

農業基盤整備課 

を 

に、 

「 

「 

」 

」 



 改める。 

 （津市物品会計規則の一部改正） 

３ 津市物品会計規則（平成１８年津市規則第４３号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第２号中「及び競艇管理課長」を削る。 

  第６条第２項第１号中「、競艇管理課長」を削る。 



 津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行取扱規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２９号 

津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行取扱規則の一

部を改正する規則 

津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行取扱規則（平成２

８年津市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「第７条第１項」を「第３０条第１項」に改め、同項第２号

中「第３条第２項」を「第２５条第２項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第１項中「第１条第１項」を「第２３条第１項」に改め、同項第２号中「住 

宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下「品確法」

という。）」を「品確法」に改め、同項を同条第３項とし、同条に第１項及び 

第２項として次の２項を加える。 

省令第１条第１項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。 

 付近見取図（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１１条に規定 

  する都市施設が記載されている縮尺２５００分の１程度の図面とする。次

項第１号において同じ。） 

 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物に住戸が含まれる場合

であって、当該建築物が一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する

建築物省エネルギー性能表示制度（以下「ＢＥＬＳ」という。）に基づく

評価書の交付を受けたとき（建築物全体が建築物エネルギー消費性能基準

に適合した評価を受けたものに限る。）にあっては、当該評価書の写し 

２ 省令第１２条第１項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 付近見取図 

 届出に係る建築物が一戸建て住宅の場合であって、当該住宅が住宅の品

質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下「品確法」 

という。）第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書（以下「設計住宅 

性能評価書」という。）の交付を受けたとき（建築物エネルギー消費性能 

基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。）にあっては、当該設計 



住宅性能評価書の写し 

 届出に係る建築物が、ＢＥＬＳに基づく評価書の交付を受けた場合（建

築物全体が建築物エネルギー消費性能基準に適合した評価を受けたものに

限る。）にあっては、当該評価書の写し 

第４条中「第１条第３項及び第７条第３項」を「第２３条第３項及び第３０

条第３項」に改め、同条を同条第３項とし、同条に第１項及び第２項として次

の２項を加える。 

省令第１条第３項の市長が不要と認める図書は、前条第１項のＢＥＬＳに

基づく評価書の写しを添えた場合における省令第１条第１項の表（い）の項

に掲げる各種計算書（以下「各種計算書」という。）（ＢＥＬＳに基づく評

価書で評価を受けた住宅部分に限る。）とする。 

２ 省令第１２条第３項の市長が不要と認める図書は、設計住宅性能評価書の

写し又はＢＥＬＳに基づく評価書の写しを添えた場合における各種計算書と

する。 

第６条中「第３条第２項」を「第２５条第２項」に、「第６条」を「第２８

条」に改める。 

第７条の見出し中「申請の」を削り、同条を同条第２項とし、同条に第１項

として次の１項を加える。 

 法第１２条第１項又は第２項の規定による建築物エネルギー消費性能確保

計画の提出若しくは省令第１１条の規定により軽微な変更に該当しているこ

とを証する書面の交付を求める申請を行った者が、当該提出又は申請に係る

処分があるまでの間に当該提出又は申請を取り下げようとするときは、計画

（申請）取下届（第３号様式の２）を市長に提出するものとする。 

第８条中「第４条」を「第２６条」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（軽微変更該当証明の交付申請等） 

第８条の２ 省令第１１条の規定により軽微な変更に該当していることを証す

る書面の交付を求める者は、軽微変更該当証明申請書（第５号様式の２）に、

省令第１条第１項に規定する図書（当該軽微な変更に係る部分に限る。）を

添えて市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による提出を受けた場合において、省令第３条に規定

する軽微な変更に該当していると認めるときは、軽微変更該当証明書（第５

号様式の３）を交付するものとする。 

第１３条を第１５条とし、第１２条の次に次の２条を加える。 



（記載事項の変更） 

第１３条 建築主は、省令第４条第１項第１号の規定による適合判定通知書又

は第８条の２第２項の規定による軽微変更該当証明書の交付を受けた建築物

の工事が完了する前に、当該建築主の住所、氏名又は名称等を変更したとき

は、記載事項変更届（第９号様式）により市長に届け出るものとする。 

（適用除外） 

第１４条 市長が法第１５条第１項の規定により建築物エネルギー消費性能適

合性判定を行わせることとした登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係

る判定の業務については、第７条第１項、第８条の２及び前条の規定は、適

用しない。 

第３号様式の次に次の１様式を加える。 



第３号様式の２（第７条関係） 

計画（申請）取下届 

年  月  日   

（宛先）津市長 

                    （〒        ）  

                 住 所 

             届出者 氏 名             

                  法人その他の団体にあっては、 

                  主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

                 電 話 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第１項又は第 

津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行取扱規則第８ 

２項の規定による計画 

条の２第１項の規定による申請 

１ 提出又は申請年月日 

      年  月  日 

２ 提出又は申請に係る建築物の位置 

３ 取下げ理由 

を取り下げますので届け出ます。 



 第５号様式中「第４条」を「第２６条」に改め、同様式の次に次の２様式

を加える。 



第５号様式の２（第８条の２関係） 

軽微変更該当証明申請書 

年  月  日   

（宛先）津市長 

                    （〒        ）  

                 住 所 

                 氏 名             

                  法人その他の団体にあっては、 

                  主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

                 電 話  

設計者氏名           

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第１１条の規 

定により、建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に 

限る。）の変更が同規則第３条の軽微な変更に該当していることを証する 

書面の交付を申請します。 

この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】 

【適合判定通知番号】     第    号  

【適合判定通知書交付年月日】      年  月  日 

【適合判定通知書交付者】 

※ 次の欄は、記入しないでください。 

受付欄 軽微変更該当証明書番号欄 決裁欄 

   年  月  日    年  月  日  

第        号 第         号 

係員印 係員印 

（備考） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則別記様式第一 

の第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類を添えてくださ 

い。 



第５号様式の３（第８条の２関係） 

軽微変更該当証明書 

津市指令（記号番号）   

年  月  日   

（氏   名） 様 

津市長 （氏   名） 印   

  下記に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部 

分に限る。）の変更は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

施行規則第３条の軽微な変更に該当していることを証明します。 

記 

１ 申請年月日   

      年  月  日 

２ 建築場所 

３ 建築物又はその部分の概要 



第８号様式の次に次の１様式を加える。 



第９号様式（第１３条関係） 

記載事項変更届 

年  月  日  

（宛先）津市長   

                    （〒        ）  

                 住 所 

             届出者 氏 名             

                  法人その他の団体にあっては、 

                  主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

                 電 話 

  津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第１３条の 

規定により、次のとおり                 の記載事項を 

変更しましたので届け出ます。 

変

更

の

内

容

建築主の住所又は氏名若

しくは名称 

変更前 

変更後  

その他の変更 

変更前  

変更後  

適合判定通知書年月日番号 

又は 

軽微変更該当証明書年月日番号 

年  月  日 

第        号 

設 計 者 氏 名  

主 要 用 途 

建 築 場 所 

変 更 理 由 

 ※ 次の欄は、記入しないでください。 

受 付 欄 備   考 

建築物エネルギー消費性能確保計画 

軽 微 変 更 該 当 証 明 申 請 書 



   附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第３号 

庁中一般 

出先機関 

 津市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２９年３月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

   津市職員服務規程の一部を改正する訓令 

 津市職員服務規程（平成１８年津市訓令第１７号）の一部を次のように改正

する。 

 第７条第１項中「しないもの」の次に「（第１８条において「外出」とい

う。）」を加え、ただし書を削る。 

 第１８条中「出張」の次に「（外出を除く。）」を加え、「口頭」を「電子

メール等」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第４号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市総合行政ネットワーク文書管理規程を廃止する訓令を次のように定める。 

  平成２９年３月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

   津市総合行政ネットワーク文書管理規程を廃止する訓令 

 津市総合行政ネットワーク文書管理規程（平成１８年津市訓令第７号）は、

廃止する。 

   附 則 

 この訓令は、平成２９年３月２１日から施行する。 



津市訓令第５号

庁中一般

出先機関

津市自動車事故対策委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年３月２８日

津市長 前 葉 泰 幸

津市自動車事故対策委員会規程の一部を改正する訓令

津市自動車事故対策委員会規程（平成１８年津市訓令第２８号）の一部を次

のように改正する。

第１条中「市有自動車」を「本市の所有する自動車」に改める。

第３条第２項中「政策財務部長」を「政策財務部税務・財産管理担当理事」

に、「市民部長」を「政策財務部長」に改め、「総務部長」の次に「、市民部

長」を加え、「事故関係の部長」を「事故に係る職員が所属する部の部長」に

改める。

第９条中「私有自動車等」を「職員の所有する自動車等」に改める。

   附 則

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。



津市訓令第６号

競艇事業部

 津市モーターボート競走事業従事員の賃金に関する規程及び津市モーターボ

ート競走事業従事員の非開催日における就業に関する規程を廃止する訓令を次

のように定める。

平成２９年３月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市モーターボート競走事業従事員の賃金に関する規程及び津市モータ

ーボート競走事業従事員の非開催日における就業に関する規程を廃止す

る訓令

 次に掲げる規程は、廃止する。 

 津市モーターボート競走事業従事員の賃金に関する規程（平成１８年津

市訓令第３１号) 

 津市モーターボート競走事業従事員の非開催日における就業に関する規

程（平成１８年津市訓令第３２号） 

   附 則 

 １ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

 ２ この訓令の施行前に廃止前の津市モーターボート競走事業従事員の賃金

に関する規程又は津市モーターボート競走事業従事員の非開催日における

就業に関する規程（以下「廃止前の規程」という。）の規定に基づいて支

払われる従事員の賃金については、なお廃止前の規程の例による。 



津市訓令第７号 

津市上下水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第２号 

津市選挙管理委員会告示第２６号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第３号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 中 勝 博   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

「 

改め、「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「小・中学校、幼稚園

安全衛生委員会」を「学校安全衛生委員会」に改める。 

別表第２中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

別表第３中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

競艇事業部 競艇事業部安全

衛生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 を 
」 

ボートレース事業部 ボートレース事

業部安全衛生委

員会 

ボートレース事

業部経営管理課 

」 

に 



別表第５（第１７条関係） 

箇所 

津市アストプラザ 津市とことめの里一志 

津リージョンプラザ 白山総合支所 

各保育所 美杉総合支所 

スポーツ文化振興部 津市レークサイド君ケ野 

津駅前北部土地区画整理事務所 三重短期大学 

津北工事事務所 議会事務局 

津南工事事務所 各小学校 

河芸総合支所 各中学校 

芸濃総合支所 義務教育学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 

一志総合支所  



  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第８号

庁中一般 

出先機関 

 津市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成２９年３月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市事務専決規程の一部を改正する訓令

 津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。

 別表第１共通専決事項の表中「※ 表中の「２７ 契約（工事又は製造その

他についての請負（その他についての請負にあっては、工事又は製造の請負に

係る調査、測量、設計等の委託に限る。以下同じ。）のうち津市建設工事等入

札参加資格審査委員会に付議されるものを除く。）に係る予定価格の決定に関

すること。」に掲げる金額は当該契約に係る設計金額又は予算金額を、その他

の金額については１契約単位の契約時等における予定価格又は執行時における

予定金額を示す。」を削り、同表に備考として次のように加える。

備考

 １ 「２７ 契約（工事又は製造その他についての請負（その他について

の請負にあっては、工事又は製造の請負に係る調査、測量、設計等の委

託に限る。以下同じ。）のうち津市建設工事等入札参加資格審査委員会

に付議されるものを除く。）に係る予定価格の決定に関すること。」に

掲げる金額は当該契約に係る設計金額又は予算金額を、その他の金額に

ついては１契約単位の契約時等における予定価格又は執行時における予

定金額を示す。

２ ボートレース事業部に係る「２８ 次に掲げる事項の支出負担行為及

び執行に関すること。ただし、法令、契約等により単価が設定されてい

るもの又は別途承認済みのものに係る支出負担行為及び執行は、課長

（室長）の専決事項とする。」による決裁区分が副市長の専決事項につ

いては、部長が専決するものとする。

 別表第２個別専決事項の表政策財務部の表財産管理課の項中 

10 市有財産の有効活用 軽 易 や や 重 要 特 に
「



に関すること。 な も

の 

重 要

な も

の 

な も

の 

重 要

な も

の

を

10 市有財産の有効活用

に関すること。

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

11 公共施設等総合管理

計画の推進及び調整に

関すること。

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

に改める。

 別表第２個別専決事項の表総務部の表行政経営課の項中

２ 地方分権の推進に関

すること。

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

を

２ 地方分権の推進に関

すること。

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

３ 公民連携事業の推進

及び調整に関すること。

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

に改める。

別表第２個別専決事項の表環境部の表環境政策課の項中「簡易水道事業、」

を削る。

 別表第２個別専決事項の表健康福祉部の表子育て推進課の項中

３ 保育所の利用者負担

額の決定及び徴収並び

○

「

」

「

「

」

」

「

」



に減免に関すること。 

を

３ 保育所の利用者負担

額の決定及び徴収並び

に減免に関すること。

○

に、

６ 子どものための教育

 ・保育給付の認定及び

支給等に関すること。

○

を

６ 子どものための教育

・保育給付の認定、支

給等に関すること。

○

に改め、同表高齢福祉課の項中

８ 軽度生活家事援助事

業に係る利用の決定等

に関すること。

○

を削り、「９ 紙おむつ等給付事業」を「８ 紙おむつ等給付事業」に、「１

０ 訪問理美容サービス事業」を「９ 訪問理美容サービス事業」に、「１１

 在宅寝たきり老人等寝具乾燥事業」を「１０ 在宅寝たきり老人等寝具乾燥

事業」に改め、

12 高齢者生活支援事業

見守りケーブルに関す

ること。 

○

を削り、「１３ 高齢者生活福祉センター居住事業」を「１１ 高齢者生活福

祉センター居住事業」に、「１４ 外国人高齢者福祉給付金支給事業」を「１

２ 外国人高齢者福祉給付金支給事業」に、「１５ 老人福祉電話事業」を

「１３ 老人福祉電話事業」に、「１６ 緊急通報装置事業」を「１４ 緊急

通報装置事業」に、「１７ 老人日常生活用具給付等事業」を「１５ 老人日

常生活用具給付等事業」に、「１８ 徘徊高齢者家族支援サービス事業」を

「１６ 徘徊高齢者家族支援サービス事業及び徘徊ＳＯＳネットワーク事業」

に、「１９ 生きがい活動支援通所事業に係る利用の決定等」を「１７ その

他高齢福祉サービス事業及び生活支援の利用の調整及び要請」に改め、同表介

「

」

」

「

」

「

「

」

」

「

」



護保険課の項中 

４ 介護保険資格者証の

交付に関すること。 

○

を 

４ 介護保険資格者証の

交付に関すること。 

○

５ 介護保険負担割合証

の交付に関すること。

○

に、「５ 介護保険に」を「６ 介護保険に」に、「６ 介護保険に係る負担

限度額」を「７ 介護保険に係る負担限度額」に、「７ 介護保険受給資格証

明書」を「８ 介護保険受給資格証明書」に、「８ 社会福祉法人等」を「９ 

 社会福祉法人等」に、「９ 介護保険」を「１０ 介護保険」に、「１０  

介護保険給付」を「１１ 介護保険給付」に、「１１ 介護保険給付の一時差

止」を「１２ 介護保険給付の一時差止」に、「１２ 介護保険給付の減額等」

を「１３ 介護保険給付の減額等」に、「１３ 介護保険福祉用具購入費」を

「１４ 介護保険福祉用具購入費」に、「１４ 介護保険住宅改修費」を「１

５ 介護保険住宅改修費」に、 

15 高額介護（居宅支援）

サービス費の支給に関

すること。 

○

を 

16 高額介護（予防）サ

ービス費の支給に関す

ること。 

○

17 高額医療合算介護

（予防）サービス費の

支給に関すること。 

○

18 第１号事業費の支払

に関すること。 

○

19 高額介護予防サービ

ス費相当事業の支払に

関すること。 

○

」

「

「

」

「

「

」



20 高額医療合算介護サ

ービス費相当事業の支

払に関すること。 

○

に、「１６ 居宅サービス計画作成（変更）依頼届」を「２１ 居宅サービス

計画作成（変更）依頼届」に、「１７ 住宅改修支援事業」を「２２ 住宅改

修支援事業」に、 

18 介護保険サービス提

供事業者の指定に関す

ること。 

○

を 

23 介護保険サービス提

供事業者の指定に関す

ること。 

○

24 介護予防・生活支援

サービス事業者の指定

に関すること。 

○

に、 

19 介護保険サービス提

供事業者に対する指導

・監査に関すること。

○

を 

25 介護保険サービス提

供事業者に対する指導

・監査に関すること。

○

26 介護予防・生活支援

サービス事業者に対す

る指導・監査に関する

こと。 

○

に、「２０ 福祉有償運送運営協議会」を「２７ 福祉有償運送運営協議会」

に、「２１ 福祉有償運送」を「２８ 福祉有償運送」に、「２２ 介護保険

料」を「２９ 介護保険料」に、「２３ 介護保険料」を「３０ 介護保険料」

に、「２４ 介護保険料納入通知書」を「３１ 介護保険料納入通知書」に、

「２５ 介護保険料」を「３２ 介護保険料」に、「２６ 介護保険第１号被

」

」

」

」

」

「

「

「

「



保険者」を「３３ 介護保険第１号被保険者」に、「２７ 介護保険第１号保

険料」を「３４ 介護保険第１号保険料」に、「２８ 介護保険第１号保険料」

を「３５ 介護保険第１号保険料」に、「２９ 介護保険第１号保険料」を

「３６ 介護保険第１号保険料」に、「３０ 介護保険第１号保険料」を「３

７ 介護保険第１号保険料」に、「３１ 介護保険第１号保険料」を「３８  

介護保険第１号保険料」に、「３２ 介護保険第１号保険料」を「３９ 介護

保険第１号保険料」に、「３３ 差押物件」を「４０ 差押物件」に、「３４ 

 差押物件」を「４１ 差押物件」に、「３５ 要介護認定」を「４２ 要介

護認定」に、 

36 認定に係る相談及び 

審査請求に関すること。

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

を 

43 認定に係る相談及び

審査請求に関すること。

○

44 基本チェックリスト

対象者の確定及び確定

に係る相談等に関する

こと。 

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

に改める。 

 別表第２個別専決事項の表商工観光部の表工業振興課の項を次のように改め

る。

経営支

援課

１ 中小企業等に係る総

合的な企業支援に関す

ること。 

 軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

２ 創業支援に関するこ

と。 

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

３ 中小企業等に係る企   ○  

「

」

」

「



業間交流の促進及び情

報発信に関すること。

４ 工業の振興の計画、

実施及び調整に関する

こと。 

極 め

て 軽

易 な

も の

軽 易

な も

の 

や や

重 要

な も

の 

重 要

な も

の 

特 に

重 要

な も

の 

５ 企業の立地に係る補

助金の交付決定に関す

ること。 

○

企業誘

致課

企業の誘致に関すること。極 め

て 軽

易 な

も の

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

別表第２個別専決事項の表農林水産部の表農林水産政策課の項中

３ 鳥獣飼養の登録票の

交付に関すること。 

○

を

３ 鳥獣飼養の登録票の

交付に関すること。 

○

４ 三重県農業共済組合

との連絡調整に関する

こと。 

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

に改め、「４ 農林水産業等」を「５ 農林水産業等」に、「５ 販売禁止鳥

獣等」を「６ 販売禁止鳥獣等」に、「６ 農林水産業等」を「７ 農林水産

業等」に改める。

 別表第２個別専決事項の表競艇事業部の表を削る。

 別表第２個別専決事項の表都市計画部の表都市政策課の項中「空地等対策の

推進に関する特別措置法」を「空家等対策の推進に関する特別措置法」に改め、

同表建築指導課の項中

６ 建築協定に関するこ

と。 

○

を

「

」

」

「

」

「



６ 道路後退用地の確保

、保全等に関すること。

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

７ 建築協定に関するこ

と。 

○

８ 建築に係る相談及び

指導に関すること。 

軽 易

な も

の 

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

に、「７ 優良住宅」を「９ 優良住宅」に、

８ モーテル類似旅館等

の建築に係る指導に関

すること。 

○

を

10 モーテル類似旅館等

の建築に係る指導に関

すること。 

○

11 建築統計に関するこ

と。 

○

に、「９ 建築計画概要書等」を「１２ 建築計画概要書等」に、

10 独立行政法人住宅金

融支援機構法（平成１

７年法律第８２号）に

基づく設計及び現場に

係る審査に関すること。

○

を

13 独立行政法人住宅金

融支援機構法（平成１

７年法律第８２号）に

基づく設計及び現場に

係る審査に関すること。

○

「

」

「

」

」

「

「

「

」



14 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律（平成２７年法

律第５３号）に基づく

認定等に関すること。

○

に、「１１ 建築物等」を「１５ 建築物等」に、「１２ 建築物等」を「１

６ 建築物等」に、「１３ 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条

例」を「１７ 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に、「１

４ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律」を「１８ 高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に、「１５ 建築物の耐

震改修の促進に関する法律」を「１９ 建築物の耐震改修の促進に関する法律」

に、「１６ 住宅」を「２０ 住宅」に、「１７ 建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律」を「２１ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」に、「（建築物）」を「（建築物に限る。）」に改め、 

18 エネルギーの使用の

合理化等に関する法律

（昭和５４年法律第４

９号）に基づく届出等

に関すること。 

○

を削り、「１９ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律」を「２２ 長期優

良住宅の普及の促進に関する法律」に、「２０ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律」を「２３ 都市の低炭素化の促進に関する法律」に、 

21 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律（平成２７年法

律第５３号）に基づく

認定に関すること。 

○

22 空家等対策の推進に

関する特別措置法に基

づく特定空家等に対す

る措置に関すること。

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

を

24 空家等対策の推進に 軽 易 や や 重 要 特 に

」

｣

「

「

「

｣



関する特別措置法に基

づく特定空家等に対す

る措置に関すること。

な も

の

重 要

な も

の

な も

の

重 要

な も

の

25 所有者等による空家

等の適切な管理の促進

に関すること。 

○

に改める。

別表第２個別専決事項の表建設部の表建設政策課の項中「占用の許可」を

「占用及び使用の許可」に、「占用料の納入通知書」を「占用料及び使用料の

納入通知書」に、

５ 道路、公園、水路、

河川及び調整池に係る

占用料の減免に関する

こと。 

○

を

５ 道路、公園、水路、

河川及び調整池に係る

占用料及び使用料の減

免に関すること。 

○

６ 道路、公園、水路、

河川及び調整池と民有

地との境界に関するこ

と。 

○

７ 道路台帳及び公園台

帳の調製及び保管に関

すること。 

○

に改め、同表建設整備課の項中

建設整

備課

１ 道路、公園、水路、

河川及び調整池と民有

地との境界に関するこ

と。 

○

２ 津市道路整備計画の

推進及び調整に関する

軽 易

な も

や や

重 要

重 要

な も

特 に

重 要

」

「

」

「

「

｣



こと。 の な も

の

の な も

の

を

建設整

備課

１ 津市道路整備計画の

推進及び調整に関する

こと。 

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

に、「３ 橋りょう長寿命化修繕計画」を「２ 橋りょう長寿命化修繕計画」

に、「４ 舗装維持管理計画」を「３ 舗装維持管理計画」に、「５ 公園緑

地」を「４ 公園緑地」に改め、

６ 公園の使用等の許可

及びその取消しに関す

ること。 

○

７ 公園に係る使用料等

の納入通知書の発行に

関すること。 

○

８ 公園に係る使用料等

の減免に関すること。

○ 

を削り、「９ 特定事業」を「５ 特定事業」に改める。

 別表第２個別専決事項の表建設部の表の次に次の表を加える。

ボートレース事業部

課 専決事項 

決裁区分

担 当

主 幹
課 長

部 次

長
部 長

副 市

長

経営管

理課

１ モーターボート競走

事業の総合的な経営及

び管理に関すること。

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

２ モーターボート競走

事業の調査、計画等に

関すること。 

軽 易

な も

の 

や や

重 要

な も

の 

重 要

な も

の 

」

「

」

「

」



３ モーターボートレー

スの開催及び中止の決

定に関すること。 

  ○  

４ モーターボートレー

ス開催の届出に関する

こと。 

○    

５ 選手の賞金等の支払

に関すること。 

  ○  

６ 臨時職員等の任用条

件、勤務条件、福利厚

生等に関すること。 

  ○  

事業推

進課

１ 開催業務の企画、広

報等に関すること。

軽 易

な も

の 

や や

重 要

な も

の 

重 要

な も

の 

２ 発売日程に関するこ

と。

  ○  

３ 場間場外発売等に係

る渉外活動に関するこ

と。

軽 易

な も

の 

や や

重 要

な も

の 

重 要

な も

の 

４ ファンの実態調査及

びファンサービスに関

すること。

○

５ 勝舟投票券の発売並

びに払戻金及び返還金

の支払に関すること。

  ○  

６ 投票業務及び計算業

務の指導及び監督に関

すること。

○    

７ 外向発売所の運営に

関すること。

軽 易

な も

や や

重 要

重 要

な も



の な も

の 

の 

８ 競走場の警備及び入

 場者等の整理に関する

 こと。

○    

９ 競走用モーター及び

ボートに関すること。

  ○  

 別表第４個別専決事項の表健康福祉部福祉政策課の表の次に次の表を加える。

健康福祉部高齢福祉課

室 専決事項 

決裁区分

担 当

主 幹
室 長

部 次

長
部 長

副 市

長

地域包

括ケア

推進室

１ 地域の包括的な支援

・サービス体制の構築

に係る事業の企画及び

調整に関すること。 

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

２ 地域包括支援センタ

ーの運営及び総括に関

すること。 

軽 易

な も

の 

や や

重 要

な も

の 

重 要

な も

の 

特 に

重 要

な も

の 

３ 一般介護予防事業及

び介護予防・生活支援

サービス事業の実施に

関すること。 

○    

４ 生活支援体制整備事

業の実施に関すること。

○    

５ 認知症施策推進事業

の実施に関すること。

○    

６ 在宅医療・介護連携

推進事業の実施に関す

ること。 

○    

７ 地域ケア会議推進事 ○



業の実施に関すること。

別表第４個別専決事項の表商工観光部工業振興課の表を削る。

別表第４個別専決事項の表農林水産部農林水産政策課の表中農業共済室の項

を削る。

 別表第４個別専決事項の表都市計画部都市政策課の表の次に次の表を加える。

建設部建設政策課

室 専決事項 

決裁区分

担 当

主 幹
室 長

部 次

長
部 長

副 市

長

用地・

地籍調

査推進

室

地籍調査に係る事業の調

整、計画及び実施に関す

ること。 

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

   附 則

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。



津市訓令第９号

庁中一般 

出先機関 

 津市支所及び出張所処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成２９年３月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市支所及び出張所処務規程の一部を改正する訓令

 津市支所及び出張所処務規程（平成１８年津市訓令第１号）の一部を次のよ

うに改正する。

 別表第１久居総合支所の表市民課の部介護・保険担当の項第２号中「給付申

請」の次に「及び介護予防・生活支援サービス事業に係る申請」を加え、同表

福祉課の部高齢・障がい担当の項第３号中「生活支援」を「在宅福祉事業」に

改め、同項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１４号までを

１号ずつ繰り上げ、同表福祉課の部福祉担当の項第７号中「への救護員等の派

遣に係る申請の受付」を「との連絡調整等」に改める。

 別表第１河芸総合支所、芸濃総合支所、美里総合支所、安濃総合支所、香良

洲総合支所、一志総合支所、白山総合支所及び美杉総合支所の表市民福祉課の

部福祉担当の項第７号中「への救護員等の派遣に係る申請の受付」を「との連

絡調整等」に改め、同項第１８号中「生活支援」を「在宅福祉事業」に改め、

同項中第１９号を削り、第２０号を第１９号とし、第２１号から第３０号まで

を１号ずつ繰り上げ、同項第３１号中「給付申請」の次に「及び介護予防・生

活支援サービス事業に係る申請」を加え、同号を同項第３０号とし、同項中第

３２号から第５６号までを１号ずつ繰り上げる。

 別表第２美杉総合支所の部市民福祉課の項中

福祉担当 津市美杉健康相談所の管理に関

すること。

福祉担当 津市国民健康保険竹原診療所及

び津市家庭医療クリニックの管

理に関すること。

を

「

「

に改める。

」



津市美杉健康相談所の管理に関

すること。

別表第３中

(10) 財産区との連絡調整に関すること（榊原出張所及

び波瀬出張所に限る。）。 

(10) 財産区との連絡調整に関すること（榊原出張所及

び波瀬出張所に限る。）。 

(11) 地域活動に係る相談及び助言に関すること。 

「  市民相談」を「  市民相談」に、「  自治会」を「  自治会」に、

「  国民健康保険被保険者」を「  国民健康保険被保険者」に、「  国

民年金被保険者」を「  国民年金被保険者」に、「  介護保険受給資格者

証明書」を「  介護保険受給資格者証明書」に、「  国民健康保険」を

「  国民健康保険」に、「  専用公印」を「  専用公印」に、「  統

計」を「  統計」に、「  文書」を「  文書」に、「  法令」を「(21)

法令」に、「(21) 出張所」を「(22) 出張所」に、「(22) 高野尾出張所」を

「(23) 高野尾出張所」に、「(23) 安東出張所」を「(24) 安東出張所」に、「(24)

藤水出張所」を「(25) 藤水出張所」に、「(25) その他」を「(26) その他」に

改める。 

 別表第５久居総合支所の表福祉課の項中

８ 軽度生活家事援助事

業に係る利用の決定等

に関すること。

○

を削り、「９ 紙おむつ等給付事業」を「８ 紙おむつ等給付事業」に、「１

０ 訪問理美容サービス事業」を「９ 訪問理美容サービス事業」に、「１１

 在宅寝たきり老人等寝具乾燥事業」を「１０ 在宅寝たきり老人等寝具乾燥

事業」に、「１２ 高齢者生活福祉センター居住事業」を「１１ 高齢者生活

福祉センター居住事業」に、「１３ 外国人高齢者福祉給付金支給事業」を

「１２ 外国人高齢者福祉給付金支給事業」に、「１４ 老人福祉電話事業」

を「１３ 老人福祉電話事業」に、「１５ 緊急通報装置事業」を「１４ 緊

急通報装置事業」に、「１６ 老人日常生活用具給付等事業」を「１５ 老人

日常生活用具給付等事業」に、「１７ 徘徊高齢者家族支援サービス事業」を

」

「

」

「

「

を

に改め、

」

」



「１６ 徘徊高齢者家族支援サービス事業及び徘徊ＳＯＳネットワーク事業」

に、「１８ 生きがい活動支援通所事業に係る利用の決定等」を「１７ その

他高齢福祉サービス事業及び生活支援の利用の調整及び要請」に、「１９ 自

立支援給付」を「１８ 自立支援給付」に、「２０ 自立支援給付」を「１９

 自立支援給付」に、「２１ 地域生活支援事業」を「２０ 地域生活支援事

業」に、「２２ 地域生活支援事業」を「２１ 地域生活支援事業」に、「２

３ 障害福祉サービス受給者証」を「２２ 障害福祉サービス受給者証」に、

「２４ 障害福祉サービス事業」を「２３ 障害福祉サービス事業」に、「２

５ 難病患者等日常生活用具給付事業」を「２４ 難病患者等日常生活用具給

付事業」に、「２６ 障害児通所給付」を「２５ 障害児通所給付」に、「２

７ 障害児通所給付」を「２６ 障害児通所給付」に改める。

 別表第５河芸総合支所、芸濃総合支所、美里総合支所、安濃総合支所、香良

洲総合支所、一志総合支所、白山総合支所及び美杉総合支所の表市民福祉課の

項中

17 軽度生活家事援助事

業に係る利用の決定等

に関すること。

○

を削り、「１８ 紙おむつ等給付事業」を「１７ 紙おむつ等給付事業」に、

「１９ 訪問理美容サービス事業」を「１８ 訪問理美容サービス事業」に、

「２０ 在宅寝たきり老人等寝具乾燥事業」を「１９ 在宅寝たきり老人等寝

具乾燥事業」に改め、 

21 高齢者生活支援事業

見守りケーブルに関す

ること。

○

を削り、

「２２ 高齢者生活福祉センター居住事業」を「２０ 高齢者生活福祉センタ

ー居住事業」に、「２３ 外国人高齢者福祉給付金支給事業」を「２１ 外国

人高齢者福祉給付金支給事業」に、「２４ 老人福祉電話事業」を「２２ 老

人福祉電話事業」に、「２５ 緊急通報装置事業」を「２３ 緊急通報装置事

業」に、「２６ 老人日常生活用具給付等事業」を「２４ 老人日常生活用具

給付等事業」に、「２７ 徘徊高齢者家族支援サービス事業」を「２５ 徘徊

高齢者家族支援サービス事業及び徘徊ＳＯＳネットワーク事業」に、「２８  

生きがい活動支援通所事業に係る利用の決定等」を「２６ その他高齢福祉サ

」

「

」

「



ービス事業及び生活支援の利用の調整及び要請」に、「２９ 自立支援給付」

を「２７ 自立支援給付」に、「３０ 自立支援給付」を「２８ 自立支援給

付」に、「３１ 地域生活支援事業」を「２９ 地域生活支援事業」に、「３

２ 地域生活支援事業」を「３０ 地域生活支援事業」に、「３３ 障害福祉

サービス受給者証」を「３１ 障害福祉サービス受給者証」に、「３４ 障害

福祉サービス事業」を「３２ 障害福祉サービス事業」に、「３５ 難病患者

等日常生活用具給付事業」を「３３ 難病患者等日常生活用具給付事業」に、

「３６ 介護保険被保険者証」を「３４ 介護保険被保険者証」に、「３７ 

介護保険被保険者証」を「３５ 介護保険被保険者証」に、「３８ 介護保険

資格者証」を「３６ 介護保険資格者証」に、「３９ 介護保険第１号被保険

者」を「３７ 介護保険第１号被保険者」に、「４０ 介護保険第１号保険料」

を「３８ 介護保険第１号保険料」に、「４１ 介護保険第１号保険料」を

「３９ 介護保険第１号保険料」に、「４２ 介護保険第１号保険料」を「４

０ 介護保険第１号保険料」に、「４３ 国民健康保険被保険者」を「４１ 

国民健康保険被保険者」に、「４４ 国民健康保険被保険者証」を「４２ 国

民健康保険被保険者証」に、「４５ 国民健康保険料」を「４３ 国民健康保

険料」に、「４６ 国民健康保険料」を「４４ 国民健康保険料」に、「４７

 国民健康保険料」を「４５ 国民健康保険料」に、「４８ 国民健康保険料」

を「４６ 国民健康保険料」に、「４９ 国民健康保険料」を「４７ 国民健

康保険料」に、「５０ 福祉医療費」を「４８ 福祉医療費」に、「５１ 福

祉医療費」を「４９ 福祉医療費」に、「５２ 後期高齢者医療」を「５０ 

後期高齢者医療」に、「５３ 後期高齢者医療被保険者証」を「５１ 後期高

齢者医療被保険者証」に、「５４ 障害児通所給付」を「５２ 障害児通所給

付」に、「５５ 障害児通所給付」を「５３ 障害児通所給付」に改める。

   附 則

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。



津市訓令第１０号 

庁中一般 

出先機関 

 津市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

   津市職員服務規程の一部を改正する訓令 

 津市職員服務規程（平成１８年津市訓令第１７号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条に次のただし書を加える。 

  ただし、統合型文書管理システムを利用した出勤簿については、この限り

でない。 

   附 則 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市告示第２９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成６年津市告示第７６号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２９年３月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  河辺町自治会 

  三重県津市河辺町２４６０番地 

  代表者 川邊 甚一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
木平 敏之 

三重県津市河辺町８９３番地 

変更後 
川邊 甚一 

三重県津市河辺町１８９３番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月５日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第３０号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

平成２９年３月２１日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０１０２０３２ 平成２８年１０月１日 平成２９年１月５日

９２２４５４８ 平成２８年１０月１日 平成２９年１月２７日

９２４３７７１ 平成２８年１０月１日 平成２９年１月２９日



津市告示第３１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年安濃町告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年３月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  粟加区自治会 

  三重県津市安濃町粟加５１６番地 

  代表者 西野 行平 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
真川 新也 

三重県津市安濃町粟加２１０番地 

変更後 
西野 行平 

三重県津市安濃町粟加４５６番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年２月１２日の定期総会において選

任され、平成２９年３月１日から就任することになったため。 



津市告示第３２号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項に基づき撤去し、保管している自転車について、同条例第１６

条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２９年３月２３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ３月 ６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ３月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ３月１４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ３月１５日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２９年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 名称 

  西里ノ上自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

 会員相互の教養に関すること。 

 会員の福祉増進文化の向上に関すること。 

 町内の広報に関すること。 

 町内公園等の除草清掃活動の実施。 

３ 区域 

  本会の区域は、津市高茶屋五丁目１番街区から４番街区まで及び８番街区

から１１番街区までの区域とする。 

４ 主たる事務所 

三重県津市高茶屋五丁目２番４８号 

５ 代表者の氏名及び住所 

  近藤 貞夫 

  三重県津市高茶屋五丁目３番５０号 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

 無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の理由 

  本会は地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号の

規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会の４分の３以上の承諾を得な



ければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２９年３月２７日 



津市告示第３４号 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の６第３項の規定により、津

市森林整備計画を変更したので、同条第４項において準用する同法第１０条の

５第１０項の規定により告示し、当該津市森林整備計画変更計画書を次のとお

り公衆の縦覧に供する。 

平成２９年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 縦覧場所 

  津市白山町川口８９２番地 

津市白山庁舎２階 津市農林水産部林業振興室 

２ 縦覧期間 

  平成２９年３月２７日から平成２９年４月２６日 



津市告示第３５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第１９６号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  長岡町自治会 

  三重県津市長岡町５７７番地３ 

  代表者 工藤 務 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
伊藤 稠 

三重県津市長岡町５８９番地 

変更後 
工藤 務 

三重県津市長岡町２２９番地２ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月５日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第３６号

 モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）第３条第２号に係る事

務を私人に委託したので、モーターボート競走法施行規則（昭和２６年運輸省

令第５９号）第２条第３項及びモーターボート競走法第３条に基づく私人委託

実施規則（平成２０年津市規則第３７号）第７条の規定により次のとおり告示

する。

平成２９年３月２８日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 委託事務の履行場所

  岐阜県養老郡養老町大巻１２６４番地１

２ 受託者

  津市大里野田町４９９番地

  日本トーター株式会社津事業所

３ 履行期間

  平成２９年３月２４日から平成３４年３月３１日まで



津市告示第３７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年安濃町告示第２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  安濃区自治会 

  三重県津市安濃町安濃１４２７番地２ 

  代表者 小林 清 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
後久 正治 

三重県津市安濃町安濃１２２２番地 

変更後 
小林 清 

三重県津市安濃町安濃１１１２番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年２月２６日の定期総会において選

任され、平成２９年３月５日から就任することになったため。 



津市告示第３８号

 津市開発事業に関する指導要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

  平成２９年３月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市開発事業に関する指導要綱の一部を改正する告示

 津市開発事業に関する指導要綱（平成１８年津市告示第２５号）の一部を次

のように改正する。

 第４条第１号中「第２９条第３号」を「第２９条第１項第３号」に改める。

 第１６条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

附 則

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。



津市告示第３９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年津市告示第２２９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年３月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  納所町自治会 

  三重県津市納所町８６２番地 

  代表者 小林 正作 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
稲垣 嘉治 

三重県津市納所町８９４番地 

変更後 
小林 正作 

三重県津市納所町９３１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月５日の総会において改選され

たため。 



津市告示第４０号 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下「法」

という。）第５４条第１項各号に掲げる基準（以下「認定基準」という。）の

適合性を審査する機関を第１に、津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第

７３号）別表第１４に規定する認定基準又は認定基準と同等の基準に適合する

ものとする方法を第２に、同条例別表第１４に規定する法第５４条第１項第１

号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法を第

３に定め、平成２９年４月１日から施行し、低炭素建築物の認定に関する告示

（平成２８年津市告示第５１号。以下「旧告示」という。）は、平成２９年３

月３１日限り廃止する。 

なお、この告示の施行の日前に交付を受けた旧告示第２の１ 及び２ に規

定する適合証は、それぞれこの告示の第２の１ 及び２ に規定する適合証と

みなす。 

  平成２９年３月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸  

第１ 認定基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる認定対象の区分に応じ、

それぞれ次に定める機関とする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対

象の場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１

号。以下「品確法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価

機関（以下単に「登録住宅性能評価機関」という。） 

２ 認定対象が１以外の場合 次のいずれかに該当する機関。ただし、複合

建築物の全体が認定対象の場合については を除く。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第

５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定

機関（以下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。）

（ に該当するものを除く。）

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の２１第１項に規

定する指定確認検査機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるも

の 

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能



評価機関であるもの 

第２ 認定基準又は認定基準と同等の基準に適合するものとする方法は、次に

掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたも

のとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対

象の場合 次のいずれかに該当する書面 

 登録住宅性能評価機関が、認定基準に適合するものとして交付する適

合証 

 登録住宅性能評価機関が、交付する品確法第６条第１項に規定する設

計住宅性能評価書（法第５４条第１項第１号に基づく基準に適合した等

級の評価を受けたものに限る。） 

２ 認定対象が１以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合

建築物の全体が認定対象の場合については を除く。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、認定基準に適合するもの

として交付する適合証 

 第 1 の２ に該当する登録住宅性能評価機関が、認定基準に適合する

ものとして交付する適合証 

 第１の２ に該当する登録住宅性能評価機関が、認定基準に適合する

ものとして交付する適合証 

第３ 簡易な評価方法は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促

進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成２４年

経済産業省・国土交通省・環境省告示第１１９号）Ⅰの第 1 の１の１－２

及び２の２－１ただし書きの規定に基づき、建物用途ごとに建物形状、室

用途構成等を仮定したモデル建物に対して、認定対象建築物に導入される

外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデル建物について計算する方法とす

る。 



津市告示第４１号 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。

以下「法」という。）第２条第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準

（以下「省エネ基準」という。）及び法第３０条第１項各号に掲げる基準（以

下「認定基準」）の適合性を審査する機関を第１に、津市手数料徴収条例（平

成１８年津市条例第７３号）別表第１５に規定にする認定基準又は認定基準と

同等の基準に適合するものとする方法を第２に、同条例別表第１５に規定する

省エネ基準又は省エネ基準と同等の基準に適合するものとする方法を第３に、

同条例別表第１５に規定する法第３０条第１項第１号の規定により定められた

簡易な評価方法であって市長が別に定める方法を第４に、同条例別表第１５に

規定する法第２条第３号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長

が別に定める方法を第５に定め、平成２９年４月１日から施行し、建築物省エ

ネ法の認定に関する告示（平成２８年津市告示第５２号。以下「旧告示」とい

う。）は、平成２９年３月３１日限り廃止する。 

なお、この告示の施行の日前に交付を受けた旧告示第２の１ 及び２ 並び

に第３の１ 及び２ に規定する適合証は、それぞれこの告示の第２の１ 及

び２ 並びに第３の１ 及び２ に規定する適合証とみなす。 

  平成２９年３月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸  

第１ 省エネ基準及び認定基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる認定対

象の区分に応じ、それぞれ次に定める機関とする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対

象の場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１

号。以下「住宅品質確保法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅

性能評価機関（以下単に「登録住宅性能評価機関」という。） 

２ 認定対象が 1 以外の場合 次のいずれかに該当する機関。ただし、複合

建築物の全体が認定対象の場合については を除く。 

 法第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

（以下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。）（ 

に該当するものを除く。） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の２１第１項に規



定する指定確認検査機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるも

の 

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能

評価機関であるもの 

第２ 認定基準又は認定基準と同等の基準に適合するものとする方法は、次に

掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたも

のとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対

象の場合 次のいずれかに該当する書面 

 登録住宅性能評価機関が、法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合

するものとして交付する適合証 

 登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第６条第１項に規定

する設計住宅性能評価書（法第３０条第１項第１号に基づく基準に適合

した等級の評価を受けたものに限る。） 

２ 認定対象が１以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合

建築物の全体が認定対象の場合については、 を除く。 

 第１の２ に掲げる機関が、法第３０条第１項各号に掲げる基準に適

合するものとして交付する適合証 

 第１の２ に掲げる機関が、認定基準に適合するものとして交付する

適合証 

 第１の２ に掲げる機関が、法第３０条第１項各号に掲げる基準に適

合するものとして交付する適合証 

第３ 省エネ基準又は省エネ基準と同等の基準に適合するものとする方法は、

次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたも

のとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対

象の場合 次のいずれかに該当する書面 

 登録住宅性能評価機関が、省エネ基準に適合するものとして交付する

適合証 

 法第３０条第１項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

（以下「性能向上計画認定」という。）に係る建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第

２５条第２項の通知書及び建築基準法第７条第５項、第７条の２第５項



又は第１８条第１８項に規定する検査済証（以下単に「検査済証」とい

う。） 

 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５

４条第 1 項に基づく認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行

規則（平成２４年国土交通省令第８６号）第４３条第２項の通知書及び

検査済証   

 登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第６条第３項に規定

する建設住宅性能評価書（省エネ基準に適合した等級の評価を受けたも

のに限る。） 

２ 認定対象が 1 以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合

建築物の全体が認定対象の場合については を除く。 

 第１の２ に掲げる機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合す

るものとして交付する適合証 

 第１の２ に掲げる機関が、省エネ基準に適合するものとして交付す

る適合証 

 第１の２ に掲げる機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合す

るものとして交付する適合証 

 １ に掲げる書面

 １ に掲げる書面

第４ 法第３０条第１項第１号の規定により定められた簡易な評価方法は、建

築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年１月２９日経済

産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１０条第

１項第１号イ 及びロ の規定に基づく評価方法とする。 

第５ 法第２条第３号の規定により定められた簡易な評価方法は、次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める評価方法とする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分 基準省

令第１条第１項第２号イ 及びロ の規定に基づく評価方法  

２ １以外の建築物又は建築物の部分 基準省令第１条第１項第１号ロの規

定に基づく評価方法 



津市告示第４２号 

津市手数料条例（平成１８年津市条例第７３号）別表第１５に規定する市長

が別に定める用途を第１に、工場等の用途の部分について市長が別に定める規

模を第２に、工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規模を第３に

定め、平成２９年４月１日から施行する。 

平成２９年３月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

第１ 用途は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次の各号に掲げるもの

以外の用途に供する建築物又は建築物の部分に附属するものを除く。 

１ 自動車車庫 

２ 倉庫 

３ 卸売市場 

４ 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 

５ 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの 

第２ 工場等の用途の部分の規模は、床面積の合計が３００平方メートル未満

のものとする。 

第３ 工場等以外の用途の部分の規模は、建築物の非住宅部分全体が建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省

令第１号）第１条第１項第１号ロの規定に基づき評価されたものであって、

建築物の床面積の合計の５分の１未満、かつ、床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のものとする。 



津市告示第４３号 

健康福祉部  

津市家庭医療クリニック指定居宅療養管理指導事業運営規程を次のように定

める。 

平成２９年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市家庭医療クリニック指定居宅療養管理指導事業運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、津市家庭医療クリニックにおいて実施する指定居宅療養

管理指導事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するため、人員

及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（事業の目的） 

第２条 事業は、要介護状態又は要支援状態にある者（以下「利用者」という。）

の居宅を訪問して、適正な療養上の管理及び指導を提供することを目的とす

る。 

（運営方針） 

第３条 事業の提供に当たっては、利用者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対し、その居宅を訪

問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び

指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものとする。 

２ 事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者（以下「居宅介護支援事業者等」という。）と

の密接な連携に努めるとともに、関係市町村と連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努めるものとする。 

（従事者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 従事者の職種及び員数は、次のとおりとする。 

 医師 １名 

 管理栄養士 １名 

２ 従事者の職務内容は、次のとおりとする。 

 医師 医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービ

ス計画の作成等に必要な情報の提供及び利用者又はその家族（以下「利用



者等」という。）に対する居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方

法等についての指導、助言等を行う。 

 管理栄養士 医師の指示に基づき作成した栄養ケア計画に沿って栄養管

理に係る必要な情報の提供及び助言、食事療養に関する実地指導等を行う。 

（実施日） 

第５条 事業の実施日は、月曜日及び木曜日とする。ただし、国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日か

ら翌年の１月３日までの日を除くものとする。 

（実施時間） 

第６条 事業の実施時間は、午後１時から午後４時までとする。 

（事業の内容） 

第７条 事業の内容は、次のとおりとする。 

 利用者等からの介護全般に係る相談等に関すること。 

 居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報

の提供に関すること。 

 利用者等に対する居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等に

ついての指導、助言等に関すること。 

 その他療養生活向上のための指導、助言等に関すること。 

（利用料等） 

第８条 事業を提供した場合の利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）に定める基準に基づ

き算定した額とし、当該事業が法定代理受領サービスに該当する場合にあっ

ては、介護保険に係る利用者負担の割合に応じた額の支払を受けるものとす

る。 

２ 事業の実施に交通費を要した場合は、津市国民健康保険診療所の設置及び

管理に関する条例（平成１８年津市条例第１３５号）別表第１に規定する市

有自動車使用料の額の支払を受けるものとする。 

３ 前２項の費用の支払を受ける場合は、利用者等に対して事前に説明し、同

意を得るものとする。 

（苦情処理） 

第９条 従事者は、事業に係る苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応する

よう必要な措置を講じるものとする。 

（秘密保持） 



第１０条 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を

漏らしてはならない。利用者との契約終了後及びその職を退いた後も同様と

する。 

（その他運営に関する留意事項） 

第１１条 やむを得ない事情により事業の実施が困難な状況となった場合は、

医療機関を紹介する等、必要な措置を講じるものとする。 

 （委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 


